
平成２９年度　施策評価シート

施策に係る各事務事業の必要性はあると判断できるが、今後の事業推進においては、より事業効果を高めるた
めの効率的な運営が求められる。

施策の戦略的方向性

(１)　優先的に資源投入を図る。

(２)　現状維持とする。

(３)　現状維持だが、より効率的な運営を図る。

(４)　資源投入の縮小を図る。

H34 H35 H36

２ 目標と現状(実績)についての分析及び総事業費推移

指標の推移・施策の課題や問題点について記述

H32

　子育て世帯や高齢者世帯等の多様な世帯が、ライフスタイルに応じた住まいの
水準や住み替えに満足し、良質な住宅で安全に安心して住み続けられる快適な住
環境のなかで暮らしています。

１ 基本計画における成果指標の状況

65.0目標

実績

60.060.0

56.7

基本目標

政策 210 多様な都市機能が調和したまちをつくる

H32 H33 H34 H35 H36 H37H30 H31H29

指　標　名 「墨田区の住環境は良好だ」と思う区民の割合

地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくるⅡ

基準年(H28)

施策 212 多様な世帯に対応した、魅力的な住環境を形成する

施策の目標

H30

50.0

「墨田区にずっと住み続けたい」区民の割合

H37
目標

　少子・高齢化の進展等、住宅施策を取り巻く環境が大きく変化している中で、区民の居住
ニーズは多様化しており、誰もが暮らしやすく、安全・安心に住み続けられる住環境の整備
が求められている。　また、区内の住宅の約７割を占めるマンションは、今後も供給促進が
進む一方、老朽化したマンションの増加が見込まれるため、維持・管理の適正化への支援
が一層重要度を増している。　これらの課題に対し、総合的かつ計画的な住宅施策を展開
していくことが必要である。

指　標　名

基準年(H28) H29 H30 H31

H29

H28

総事業費推移（千円）

H33

○

評価

評価

Ｃ

50.0 60.0

1,005,937

実績 41.3

３ 施策の評価及び判断理由

【上記の判断理由】

各事務事業の必要性や施策に対する効果性は認められるものの、実績が伸びていない事業もあり、今後の運営に当た
り、改善や見直しが必要と判断されるため。

４　今後の施策の運営方針

【今後の具体的な方針】

施策に対して効果的な事業は継続していくが、既存事業の整理・統合等を含め、新たな課題に対応するための取組みを推
進していく。

理由



分譲マンションにおける居
住性の向上や、良好な住宅
ストックの維持及び保全が
図られ、魅力的な住環境が
形成される。

157戸

―

年度目標値

平成２８年度

改善・見直し

平成２８年度

改善・見直し（効果測定）

158戸

157

評価結果

評価対象年度

改善・見直し

平成２８年度

改善・見直し

↗6,657

シルバーピア維持管理 119,067

高齢者のための設備などが
配慮された住宅を供給する
ことで、高齢者世帯が安心
して自立した生活を送るた
めの住環境が形成される。

100%

3

良質な居住環境が整備され
た集合住宅が供給されるこ
とで、区民が快適に暮らす
ことのできる住環境が形成
される。

すみだ良質な集合住宅認
定制度事業

2

分譲マンションアドバイザー
利用支援事業

→

↘

↘

↗

推移

5
マンション計画修繕調査支
援事業

施策への関連性

5件

2件

年度実績値

1
新住宅マスタープラン推進
事業

7,539 →

歳　出
決算額

（千円）
事務事業名番号

8
高齢者個室借上げ住宅事
業

195,806

2,454

分譲マンションにおける居
住性の向上や、良好な住宅
ストックの維持及び保全が
図られ、魅力的な住環境が
形成される。

4

15件

8件

100%

89.6%

様々な住宅施策を、総合的
かつ計画的に推進していく
ことで、魅力的な住環境を
形成する

目的に対する指標

6

9

65.1%

→

直近の評価内容

５　この施策に係る事務事業（重要度・貢献度順）                     

都市計画事務(集合住宅条
例に係る事務）

0

良好な近隣関係の形成を誘
導するとともに、住戸数の
規模に応じてファミリー形
式の住戸整備が行われる。
また、住宅内のバリアフ
リー対応や集会室、管理人
室、緑化整備等がなされる
ことから、子育て世帯や高
齢者世帯等の多様な世帯が
安全・安心して住み続けら
れる住環境の整備に寄与す
る。

70%

住宅に困窮する高齢者世帯
の安心・安定が確保され、
もって、福祉の増進が図ら
れた住環境が形成される。

95.6%
7 区営住宅維持管理 94,347

住宅確保が困難な低額所得
世帯に対して、低廉な使用
料（家賃）で提供すること
により、安心して暮らすこ
とのできる住環が形成され
る。

100%

98%

現状維持

70% 平成２８年度

平成２８年度

改善・見直し

平成２８年度

マンション修築資金利子補
給

241

8件

7件

分譲マンションにおける居
住性の向上や、良好な住宅
ストックの維持及び保全が
図られ、魅力的な住環境が
形成される。

改善・見直し（効果測定）

→
改善・見直し

平成２８年度

平成２８年度

→
改善・見直し（効果測定）

平成２８年度



民間木造賃貸住宅改修支
援事業

0

住宅に困窮する高齢者世帯
等の生活の安心・安定が確
保され、もって、福祉の増
進が図られた住環境が形成
される。

↘
平成２８年度

516
20%

4世帯

0世帯

10
高齢者等住宅あっせん事
業 ↗

改善・見直し（効果測定）

廃止

平成２８年度

統合

平成２８年度

廃止

平成２８年度

14
家賃等債務保証料助成事
業

0 ↘
0件

0

↗
16,238千

円

→

改善・見直し

95.0% 平成２８年度

改善・見直し

平成２８年度

廃止

平成２８年度

改善・見直し（効果測定）

平成２８年度

67.3%

50人

↘
25人

18
指定法人管理型住宅管理
事業

11

中堅所得世帯向けの良質な
賃貸住宅を供給することに
より、安心して居住できる
良質な住環境を形成され、
定住促進が図られる。

100%

→
98.4%

13
高齢者向け優良賃貸住宅
家賃補助事業

28,194

高齢者向けの優良な賃貸住
宅の入居者に対して家賃補
助が行われ、負担が軽減さ
れることで、高齢者の居住
の安定が確保される。

100%

→

17 区民住宅管理事業 223,399

中堅所得世帯向けの良質な
賃貸住宅を供給することに
より、安心して居住できる
良質な住環境が形成され、
定住促進が図られる。

100%

民間賃貸住宅の入居手続き
が円滑に進められ、高齢者
世帯等の生活の安心・安定
を確保される。

16
分譲マンションネットワーク
化支援

150

分譲マンションの区分所有
者が、管理組合の一員とし
てマンションの適正な維持
管理に積極的に取り組むこ
とで、良好な住環境が形成
される。

15
住宅の使用料等滞納者に
係る滞納整理事務

327

滞納者等に対する法的措置
を行うことにより、公的住
宅の適切な管理を継続する
ことで、入居者の生活の安
定と福祉の増進が図られ
る。

8件

住宅修築資金融資 682

11

65.1%

住宅の修築等に要する資金
が確保され、修築等が行わ
れることで、安心して住み
続けられる住宅環境が整備
される。

70%

高齢者の様々な居住ニーズ
に対応できる居住環境が整
備されることで、高齢者の
安全安心な暮らしが確保さ
れる。

12 ↗

18%

統合

平成２８年度



平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標
実績

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標
実績

指 標 単 位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 ― ― ― ―

実績 65.1 ― ― ―

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 70 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

7,539

H35 H36 H37

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

新住宅マスタープラン推進事業 1

事業概要
墨田区住宅基本条例に基づき、本区における社会環境の変化や地域特
性を踏まえた、総合的かつ体系的な住宅施策を展開するための住宅マ
スタープランを策定することで、良好な住環境の形成を図り、区民の
居住に対する満足度を高める。

主管課・係（担当）
住宅課計画担当

03-5608-6215

施策への
関 連 性

少子高齢化やマンション供給の増加等、区民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した様々
な住宅施策を総合的かつ計画的に展開することで、多様な世帯が安全に安心して住み続けら
れる快適な住環境が形成される。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

総合的な住宅の満足度について、「満足」と「やや満足」の合計が65.1％、「不満」と「や
や不満」の合計が26％となっており、住宅の満足度をさらに上げることが求められている。
（平成27年度実施：新住宅マスタープラン策定に伴う基礎調査）

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

区民の住生活の安定と向上を図ることを目的とした住宅施策に関する基本計画であるため、
区が策定する必要がある。

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

プラン策定のため設定しない

指標の選定理由及び目標値の理由

目 的 に
対する指標
(成果指標)

総合的な住宅の満足度

70 32

指標の選定理由及び目標値の理由

総合的な住宅の満足度が上がることにより、本区の住環境が向上しているとが確認できるた
め。（目標値は第６次住宅マスタープランの成果指標）

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
  第7次住宅マスタープランの策定内容によ
り増減することが想定される。



5 4 4 4

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 ない

区が実施すべき強い理由があるか 必須で裁量余地なし
判断理由
区民の多様な居住ニーズを踏まえた行政計画であり、本区
の住環境・居住実態に即した事業を推進する必要があるた
め。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 活動指標のみ満たしている

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

評価結果
住宅政策を総合的かつ計画的に推進するための計画であ
り、今後平成３７年度までの期間に取り組むこととしてい
る様々な施策が盛り込まれている。

中間・最終年度
の 講 評

社会経済情勢や住まいを取り巻く環境が大きく変化する中で、区民の多様な居住ニー
ズに応える様々な事業を推進していく必要がある。

今 後 の
方 向 性

第６次住宅マスタープランに掲げた取組みを着実に推進し「誰もが安心して快適に住
み続けられる、暮らしてみたくなるまち『すみだ』の実現」を目指していく。

３ 効率性・経済性

改善・⾒直しの上継続

目的・対象が類似する事務事業はないか ない

実施工程やコストに改善の余地がないか ある

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか ある
判断理由

計画に掲げられた施策を効果的に推進していくことで、区
民の住環境の向上を図っていく。

0

1

2

3

4

5

必要性
妥当性

有効性
適格性

効率性
経済性



平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 棟

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 10 10 10 10

実績 4

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 15 15 15 20 20 20

実績

指 標 単 位 戸

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 157 172 197 232

実績 158

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 277 332 397 472 557 653

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

6,657

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

認定及び仮認定した集合住宅の棟数
（仮認定した集合住宅を認定した場合は、以前の仮
認定棟数を減ずる）

20 37

指標の選定理由及び目標値の理由
認定を取得した集合住宅が増えることで、良質な居住環境の整備が広がっていくため。ま
た、目標値は、年間で区内に建設される大規模な集合住宅においては、必ず認定を取得する
よう区民の認知度とニーズを広げていきたいため。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

認定した集合住宅の戸数

653 37

指標の選定理由及び目標値の理由

ハード・ソフト両面から特に配慮された魅力的な住戸が増えることで、区内で快適に暮らす
ことのできる住まいの選択肢が増えるため。また、目標値は、制度の認知度やニーズを踏ま
え、１年間のうち区内に建設される住戸数のうち認定戸数が３割となるように設定した。

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
  認定件数が増加傾向になれば、予算額も増
加する。

施策への
関 連 性

良質な居住環境が整備された集合住宅が供給されることにより、区民が快適に暮らすことの
できる住環境が形成される。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ
行政の取組み項目の中で、「良質な住宅の建設誘導」と「子育て世帯の住宅確保支援」に対
しての不満足度が満足度を上回っている。（平成27年度実施：墨田区新住宅マスタープラン
策定に伴う基礎調査）

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）
同様な事業として「東京都子育て支援住宅認定制度」があるが、区の状況や区民ニーズな
ど、地域特性を踏まえた整備基準が必要である。また、都制度の整備費補助は区の制度に対
して補助をすることとなっているため、区の制度を整備することが必要である。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

すみだ良質な集合住宅認定制度事業 2

事業概要

「すみだ良質な集合住宅認定制度要綱」に基づき、集合住宅の居住に
関する様々な機能について、ハード・ソフト両面から特に配慮された
集合住宅を「すみだ良質な集合住宅」として認定し、区民に広く周知
することで、良質な居住環境が整備された集合住宅の供給を促進し、
もって集合住宅に居住する区民の住環境の向上を図る。

主管課・係（担当）
住宅課計画担当

03-5608-6215



4 4 4 4

評価結果
本制度は、良質な集合住宅の供給誘導へのインセンティブ
になっており、認定された住宅は、区民の住環境の向上や
まちの魅力を高めることに寄与している。

中間・最終年度
の 講 評

民間活力を活用した良質な集合住宅の供給誘導は、魅力的な住環境の形成に資する重
要な取組みであるため、これまで以上に制度の周知を行い、認知度及び実績の向上を
図っていく必要がある。

今 後 の
方 向 性

本制度の着実な推進を図るため、事業者、区民等に積極的な周知を行うとともに、制
度の利用促進のためのインセンティブの強化等に取り組む。

３ 効率性・経済性

改善・⾒直しの上継続

目的・対象が類似する事務事業はないか ない

実施工程やコストに改善の余地がないか ある

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか ある
判断理由
補助メニューは備えているが、認定取得自体はコストがか
からないため、良質な集合住宅を供給誘導し、区民の住環
境の向上を図ることができる。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 増加傾向だが不十分

区が実施すべき強い理由があるか ある
判断理由

行政の取組みとして、区民のニーズや住宅事情の変化に応
じた、良質な住宅の供給を誘導する必要がある。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 成果指標のみ満たしている
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補 助 ⾦
名 称
根拠法令

単 位 棟

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 10 10 10 10

実績 4

H32 H33 H34 H35 H36 H37
15 15 15 20 20 20

単 位 戸

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 157 172 197 232

実績 158

H32 H33 H34 H35 H36 H37
277 332 397 472 557 653

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34
6,656

H35 H36 H37

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
認定件数が増加傾向になれば、予算額も増加
する。

施策への
関 連 性

良質な居住環境が整備された集合住宅が供給されることにより、区民が快適に暮らすことので
きる住環境が形成される。

37

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由

ハード・ソフト両面から特に配慮された魅力的な住戸が増えることで、区内で快
適に暮らすことのできる住まいの選択肢が増えるため。また、目標値は、制度の
認知度やニーズを踏まえ、１年間のうち区内に建設される住戸数のうち認定戸数
が３割となるように設定した。

有効性・
適格性

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由

認定を取得した集合住宅が増えることで、良質な居住環境の整備が広がっていく
ため。また、目標値は、年間で区内に建設される大規模な集合住宅においては、
必ず認定取得をするよう区民の認知度とニーズを広げていきたいため。

⽬ 的 に
対する指標
(成果指標)

指 標 認定した集合住宅の戸数

最終⽬標値

653

手 段 に
対する指標
(活動指標)

指 標
認定及び仮認定した集合住宅の棟数

（仮認定した集合住宅を認定した場合は、以前の
仮認定棟数を減ずる）

最終⽬標値

20 37

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

行政の取組み項目の中で、「良質な住宅の建設誘導」と「子育て世帯の住宅確保支援」に対し
ての不満足度が満足度を上回っている。（平成27年度実施：墨田区新住宅マスタープラン策定
に伴う基礎調査）

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

同様な事業として「東京都子育て支援住宅認定制度」があるが、区の状況や区民ニーズなど、
地域特性を踏まえた整備基準が必要である。また、都制度の整備費補助は区の制度に対して補
助をすることとなっているため、区の制度を整備することが必要である。

すみだ良質な集合住宅認定制度補助金 主管課・係（担当）

すみだ良質な集合住宅認定制度補助金交付要綱 住宅課計画担当

事業概要

「すみだ良質な集合住宅認定制度要綱」に基づき、集合住宅の居住に関す
る様々な機能について、ハード・ソフト両面から特に配慮された集合住宅
を「すみだ良質な集合住宅」として認定し、区民に広く周知することで、
良質な居住環境が整備された集合住宅の供給を促進し、もって集合住宅に
居住する区民の住環境の向上を図る。

03-5608-6215

事業の終期

平成３７年



ある している
している している

認められる する

している

なっている されている

適切である 該当なし

該当なし ある

されていない 不明確

なっている 不明確

ない ある
煩雑ではない

適切である

【評価結果】

改善・⾒直し

中 間 ・ 最 終
年 度 の 講 評

民間活力を活用した良質な集合住宅の供給誘導は、魅力的な住環境の形成に資す
る重要な取組みであるため、これまで以上に制度の周知を行い、認知度及び実績
の向上を図っていく必要がある。

今 後 の
方 向 性

本制度の着実な推進を図るため、事業者、区民等に積極的な周知を行うととも
に、制度の利用促進のためのインセンティブの強化等に取り組む。

手続が過度に煩雑でないか 個人の経済的負担軽減の場合、実質的公平性
を考慮しているか

している
⽬的に対する区の負担割合が適切か

判断理由

手続きについては、補助を行う上で最低限必要なものを求めている。また、実際に整備または活動した
ものの一部を補助しているため適正な負担をした上での補助となっている。

区が負担する補助額だけではできない範囲での整備を事業者は行っている。また、居住者の自主活動に
ついては、防災や子育て支援に関わる事であり、目的が的確である。

３ 効率性・経済性 5
類似する補助事業がないか 地域社会や区⺠等へ波及効果があるか

任意団体に対する補助の場合、⾃⽴化を促進す
るものであるか

補助⽬的及び⾦額に⾒合う実績等の効果があるか

補助⽬的が既に達成されていないか ⽬標及び⾒込まれる効果が明確か
団体等が⾃らの財源で賄う範囲と区の支援範囲
が明確となっているか

効果測定の具体的な⽬標・指標が明確か

判断理由

区民のニーズや状況に合わせて認定基準を作成し、良質な住宅を供給することができる。

２ 有効性・適格性 4
経費、補助額の算定根拠が明確になっているか

交付機会の公平性や負担の公平性が確保され
ているか

区が負担する割合として適切か 補助団体の活動内容が⽬的と合致しているか

区⺠ニーズに即しており、公益上必要と認めら
れるか

個人利益に対する利益に留まらず適切な対象
範囲に波及するか

区の施策⽬標の実現に寄与しているか

判断理由

１ 必要性・妥当性 5
区が実施する理由があるか ⽬的が政策上の位置付けと整合しているか

⽬的・内容等が社会経済情勢に合致しているか 不特定多数の利益の増進に寄与するか
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 100 100 100 100

実績 100

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 100 100 100 100 100 100

実績

指 標 単 位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 70 71 72 73

実績 70

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 74 75 76 77 78 79

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

条例対象物件のうち協議成立した集合住宅の計画の割合

100 37

指標の選定理由及び目標値の理由
条例の協議対象となる集合住宅の全物件について指導、誘導を行い、条例に基づく施設の計
画（最低住戸面積、バリアフリー対応、地震対応、戸数によるワンルームタイプとファミー
リタイプの比率等）がされた協議成立した割合を活動指標とする。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

条例に基づき適切に整備された集合住宅の割合

79 37

指標の選定理由及び目標値の理由

条例の協議対象となるすべての集合住宅を適切に指導、誘導することで良質な住宅ストック
を形成していく。

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕

施策への
関 連 性

良好な近隣関係の形成を誘導するとともに、住戸数の規模に応じてファミリー形式の住戸整
備が行われる。また、住宅内のバリアフリー対応や集会室、管理人室、緑化整備等がなされ
ることから、子育て世帯や高齢者世帯等の多様な世帯が安全・安心して住み続けられる住環
境の整備に寄与する。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

良好な居住環境を維持向上させるため、集合住宅条例による規制や誘導が必要であり、区が
率先して取り組んでいく必要がある。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

都市計画事務(集合住宅条例に係る事務） 3

事業概要
集合住宅の建築に関し、良質な住まいの提供及び災害対策、適切な維
持管理が行われるよう、条例に基づき規制・誘導することによって、
良質なストックを形成し、地域の居住環境の保全及び良好な近隣関係
の形成を図る。

主管課・係（担当）
都市計画課　都市計画・開発調整担当

03-5608-6266



5 5 5 5

評価結果
緑地の確保や敷地内駐輪などはまちづくりに欠かせない要
素であり、良質な住宅のストックや地域の環境整備、コ
ミュニティの形成に寄与する。

中間・最終年度
の 講 評

  本条例に基づき、集合住宅の建築建築計画について事業者を指導・誘導することに
より、良好な居住環境及び良好な近隣関係の形成に寄与する。

今 後 の
方 向 性

　社会情勢の変化に柔軟に対応し、効果的かつ実行力のある規制及び誘導を行う。

３ 効率性・経済性

現状維持の上継続

目的・対象が類似する事務事業はないか ない

実施工程やコストに改善の余地がないか ない

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか ある
判断理由
良質な集合住宅が建設されることにより、多様な世帯が住み慣れ
た地域で安全・安心に住み続けることができ、地域コミュニティ
との共生を図ることが可能となる。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 ない

区が実施すべき強い理由があるか ある
判断理由
人と地域と環境にやさしい活力ある豊かなまちづくりを実現し、
区民が快適な生活を確保しつつ、安全・安心に住むことができる
すまいが求められている。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしている
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 人

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 120 120 120 120

実績 55

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 120 120 120 120 120 120

実績

指 標 単 位 件

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 5 5 5 5

実績 2

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 5 5 5 5 5 5

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

157

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

事業ＰＲを行ったセミナーへの参加者

120 37

指標の選定理由及び目標値の理由

指標の選定理由：当該事業を周知し、認知度を向上することにより助成件数を増やすため。
目標値の理由：基準年の実績の2倍以上とした。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

管理組合に対する助成件数

5 37

指標の選定理由及び目標値の理由

指標の選定理由：助成実績により事業効果が判断できるため。
目標値の理由：過去3か年（平成25年度～平成27年度）の平均助成件数（1件）以上とした。

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕  高経年マンションの増加に
より、助成件数が増加することが見込まれる
ため、予算額も増加すると想定される。

施策への
関 連 性

当該事業の推進により、分譲マンションにおける居住性の向上や、良好な住宅ストックの維
持及び保全が図られ、魅力的な住環境が形成される。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

当該支援事業を「利用したことがある」、「利用したいと思う」は26.1％となっている。
（利用したいと思わないが19.7％、未記入が54.2％）(平成26年度実施：墨田区分譲マンショ
ン実態調査）

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

分譲マンションの管理不全は、防災・防犯など、周辺環境にも悪影響を及ぼす恐れがあるた
め、公共・公益性の観点から、適正な維持管理・再生に対して区が適切に関与し、積極的な
支援を行っていく必要がある。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

分譲マンションアドバイザー利用支援事業 4

事業概要

「墨田区分譲マンションアドバイザー制度利用助成要綱」に基づき、
（公財）東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「マンショ
ン管理アドバイザー制度」又は「マンション建替え・改修アドバイ
ザー制度」を利用した区内分譲マンション管理組合に対し、その費用
の全部又は一部を助成することで、分譲マンションの適切な維持管理
の促進と円滑な建替え又は改修を支援する。

主管課・係（担当）

住宅課計画担当

03-5608-6215



5 4 4 4

評価結果
専門的な知見を持ったアドバイザーからの助言を受けられ
ることで、分譲マンションにおける良好な住宅ストック等
の形成に寄与していると判断できる。

中間・最終年度
の 講 評

分譲マンションは区内の居住形態として広く普及しており、今後、高経年のマンショ
ンは確実に増加傾向にあることから、引き続き、制度の周知を図り、利用促進を図っ
ていく必要がある。

今 後 の
方 向 性

平成２９年４月に施行した「墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例」の趣旨
を踏まえ、より効果的な支援策を検討していく。

３ 効率性・経済性

改善・⾒直しの上継続

目的・対象が類似する事務事業はないか 類似事業はあるが統合等は望ましくない

実施工程やコストに改善の余地がないか ある

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか ある
判断理由

他制度を活用した支援制度であり、効率性は見込まれる
が、実施手法等の改善・見直しなど、より効果的な事業推
進が求められる。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 ない

区が実施すべき強い理由があるか ある
判断理由
分譲マンションは区内の居住形態として広く普及してお
り、今後も一定の需要が見込まれるため、区が適正な支援
を行っていく必要がある。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしていない

0

1

2

3

4

5

必要性
妥当性

有効性
適格性

効率性
経済性



平成２９年度　補助金評価シート

補 助 ⾦
名 称
根拠法令

単 位 人

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 120 120 120 120

実績 55

H32 H33 H34 H35 H36 H37
120 120 120 120 120 120

単 位 件

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 5 5 5 5

実績 2

H32 H33 H34 H35 H36 H37
5 5 5 5 5 5

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34
157

H35 H36 H37

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
助成件数が増加することが見込まれるため、
予算額も増加すると想定される。

施策への
関 連 性

当該事業の推進により、分譲マンションにおける居住性の向上や、良好な住宅ストックの維持
及び保全が図られ、魅力的な住環境が形成される。

37

目標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由

指標の選定理由：助成実績により事業効果が判断できるため。
目標値の理由：過去3か年の平均助成件数（1件）以上とした。

有効性・
適格性

目標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由
指標の選定理由：当該事業を周知し、認知度を向上することにより助成件数を増や
すため。
目標値の理由：基準年の実績の2倍以上とした。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

指 標 管理組合に対する助成件数

最終目標値

5

手 段 に
対する指標
(活動指標)

指 標 事業ＰＲを行ったセミナーへの参加者

最終目標値

120 37

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

当該支援事業を「利用したことがある」、「利用したいと思う」は26.1％となっている。（利用したいと
思わないが19.7％、未記入が54.2％）（平成26年墨田区分譲マンション実態調査）

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）
分譲マンションの管理不全は、防災・防犯など、周辺環境にも悪影響を及ぼす恐れがあるため、公共・公
益性の観点から、適正な維持管理・再生に対して区が適切に関与し、積極的な支援を行っていく必要があ
る。

分譲マンションアドバイザー制度利用助成 主管課・係（担当）

墨田区分譲マンションアドバイザー制度利用助成要綱 住宅課計画担当

事業概要

「墨田区分譲マンションアドバイザー制度利用助成要綱」に基づき、（公
財）東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「マンション管理ア
ドバイザー制度」又は「マンション建替え・改修アドバイザー制度」を利
用した区内分譲マンション管理組合に対し、その費用の全部又は一部を助
成することで、分譲マンションの適切な維持管理の促進と円滑な建替え又
は改修を支援する。

03-5608-6215

事業の終期

平成37年
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【評価結果】

現状維持・拡充

中 間 ・ 最 終
年 度 の 講 評

分譲マンションは区内の居住形態として広く普及しており、今後、高経年のマン
ションは確実に増加傾向にあることから、引き続き、制度の周知を図り、利用促進
を図っていく必要がある。

今 後 の
方 向 性

平成２９年４月に施行した「墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例」の趣
旨を踏まえ、より効果的な支援策を検討していく。

⼿続が過度に煩雑でないか 個人の経済的負担軽減の場合、実質的公平性
を考慮しているか

している
⽬的に対する区の負担割合が適切か

判断理由
当該事業に類似する事業はなく、当該事業の実施により分譲マンションの適正な維持管理等が促進される
ことで地域の住環境の向上にも寄与する。また、手続きは申請時及び補助金請求時のみで煩雑ではなく、
区の負担割合及び利用者の経済的負担は適正であると判断される。

補助対象経費及び補助額の算定根拠が要綱で明確に定められており、類似の補助金等もないため。また、
アドバイザーから的確なアドバイスを受けることができ、分譲マンションの適正な維持管理等の推進に寄
与するため。

３ 効率性・経済性 5
類似する補助事業がないか 地域社会や区⺠等へ波及効果があるか

任意団体に対する補助の場合、⾃⽴化を促進す
るものであるか

補助⽬的及び⾦額に⾒合う実績等の効果があるか

補助目的が既に達成されていないか ⽬標及び⾒込まれる効果が明確か
団体等が自らの財源で賄う範囲と区の支援範囲
が明確となっているか

効果測定の具体的な目標・指標が明確か

判断理由

国や東京都では同様の事業を行っておらず、アドバイザーから適切なアドバイスを受けることで分譲マン
ションの適正な維持管理や円滑な建替え・改修が促進されると判断するため。

２ 有効性・適格性 5
経費、補助額の算定根拠が明確になっているか

交付機会の公平性や負担の公平性が確保され
ているか

区が負担する割合として適切か 補助団体の活動内容が目的と合致しているか

区⺠ニーズに即しており、公益上必要と認めら
れるか

個⼈利益に対する利益に留まらず適切な対象
範囲に波及するか

区の施策目標の実現に寄与しているか

判断理由

１ 必要性・妥当性 5
区が実施する理由があるか 目的が政策上の位置付けと整合しているか

目的・内容等が社会経済情勢に合致しているか 不特定多数の利益の増進に寄与するか
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 人

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 120 120 120 120

実績 55

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 120 120 120 120 120 120

実績

指 標 単 位 件

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 15 15 15 15

実績 8

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 15 15 15 15 15 15

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

2,454

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

事業ＰＲを行ったセミナーへの参加者

120 37

指標の選定理由及び目標値の理由

指標の選定理由：当該事業を周知し、認知度を向上することにより助成件数を増やすため。
目標値の理由：基準年の実績の2倍以上とした。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

管理組合に対する助成件数

15 37

指標の選定理由及び目標値の理由

指標の選定理由：助成実績により事業効果が判断できるため。
目標値の理由：過去3か年（平成25年度～平成27年度）の平均助成件数（13件）以上とした。

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕大規模修繕の時期を迎える分
譲マンションが多く、助成件数が増加するこ
とが見込まれるため、予算額も増加すると想
定される。

施策への
関 連 性

当該事業の推進により、分譲マンションにおける居住性の向上や、良好な住宅ストックの維
持及び保全が図られ、魅力的な住環境が形成される。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ
当該支援事業を「利用したことがある」、「利用したいと思う」は38.7％となっている。
（利用したいと思わないが13.7％、未記入が47.5％）（平成26年度実施：墨田区分譲マン
ション実態調査）

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

分譲マンションの管理不全は、防災・防犯など、周辺環境にも悪影響を及ぼす恐れがあるた
め、公共・公益性の観点から、適正な維持管理・再生に対して区が適切に関与し、積極的な
支援を行っていく必要がある。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

分譲マンション計画修繕調査支援事業 5

事業概要

「墨田区分譲マンション計画修繕調査支援制度要綱」に基づき、大規
模修繕を行う前に建物や設備の調査を実施する建築後5年以上を経過し
た区内分譲マンションの管理組合に対して、その調査費の一部を助成
することで、分譲マンションの計画的な修繕を促進し、良好な住環境
を形成する。

主管課・係（担当）

住宅課計画担当

０３－５６０８－６２１５
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評価結果
本制度を活用して修繕調査が行われることで、分譲マン
ションの計画的な修繕の実施につながり、良好な住宅ス
トック等の形成に寄与すると判断できる。

中間・最終年度
の 講 評

大規模修繕を迎える分譲マンションは確実に増加傾向にあることから、引き続き、制
度の周知を図り、利用促進を図っていく必要がある。

今 後 の
方 向 性

平成２９年４月に施行した「墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例」の趣旨
を踏まえ、より効果的な支援策を検討していく必要がある。

３ 効率性・経済性

改善・⾒直しの上継続

目的・対象が類似する事務事業はないか 類似事業はあるが統合等は望ましくない

実施工程やコストに改善の余地がないか ある

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか ある
判断理由
計画的な修繕の実施を促進するための事業であるが、実施
手法等の改善・見直しなど、より効果的な事業推進が求め
られる。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 ない

区が実施すべき強い理由があるか 必須だが裁量余地あり
判断理由
分譲マンションは区内に広く普及しており、今後も一定の
需要が見込まれるため、建物の適正な維持管理を促進し、
良好な住環境を形成する観点から、区が支援を行う必要が
ある。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしていない
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平成２９年度　補助金評価シート

補 助 ⾦
名 称
根拠法令

単 位 人

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 120 120 120 120

実績 55

H32 H33 H34 H35 H36 H37
120 120 120 120 120 120

単 位 件

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 15 15 15 15

実績 8

H32 H33 H34 H35 H36 H37
15 15 15 15 15 15

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

2,454

H35 H36 H37

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕大規模修繕の時期を迎える分
譲マンションが多く、助成件数が増加するこ
とが見込まれるため、予算額も増加すると想
定される。

施策への
関 連 性

当該事業の推進により、分譲マンションにおける居住性の向上や、良好な住宅ストックの維持
及び保全が図られ、魅力的な住環境が形成される。

37

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由

指標の選定理由：助成実績により事業効果が判断できるため。
目標値の理由：過去3か年の平均助成件数（13件）以上とした。

有効性・
適格性

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由
指標の選定理由：当該事業を周知し、認知度を向上することにより助成件数を増や
すため。
目標値の理由：基準年の実績の2倍以上とした。

⽬ 的 に
対する指標
(成果指標)

指 標 管理組合に対する助成件数

最終⽬標値

15

手 段 に
対する指標
(活動指標)

指 標 事業ＰＲを行ったセミナーへの参加者

最終⽬標値

120 37

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

当該支援事業を「利用したことがある」、「利用したいと思う」は38.7％となっている。（利用したいと
思わないが13.7％、未記入が47.5％）（平成26年度実施：墨田区分譲マンション実態調査）

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）
分譲マンションの管理不全は、防災・防犯など、周辺環境にも悪影響を及ぼす恐れがあるため、公共・公
益性の観点から、適正な維持管理・再生に対して区が適切に関与し、積極的な支援を行っていく必要があ
る。

分譲マンション計画修繕調査費助成 主管課・係（担当）

墨田区分譲マンション計画修繕調査支援制度要綱 住宅課計画担当

事業概要
「墨田区分譲マンション計画修繕調査支援制度要綱」に基づき、大規模修
繕を行う前に建物や設備の調査を実施する建築後5年以上を経過した区内
分譲マンションの管理組合に対して、その調査費の一部を助成すること
で、分譲マンションの計画的な修繕を促進し、良好な住環境の形成する。

０３－５６０８－６２１５

事業の終期

平成37年
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【評価結果】

改善・⾒直し

中 間 ・ 最 終
年 度 の 講 評

大規模修繕を迎える分譲マンションは確実に増加傾向にあることから、引き続き、制度の周
知を図り、利用促進を図っていく必要がある。

今 後 の
方 向 性

平成２９年４月に施行した「墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例」の趣旨を踏ま
え、より効果的な支援策を検討していく必要がある。

手続が過度に煩雑でないか 個人の経済的負担軽減の場合、実質的公平性
を考慮しているか

している
⽬的に対する区の負担割合が適切か

判断理由
当該事業に類似する事業はなく、当該事業の実施により分譲マンションの適正な維持管理等が促進される
ことで、地域の住環境の向上にも寄与する。また、調査費の一部を補助することになっており、区の負担
割合及び利用者の経済的負担は適正であると判断される。

補助対象経費及び補助額の算定根拠が要綱で明確に定められており、類似の補助金等もないため。また、
当該事業の実施により適切な時期に建物等の診断調査が行われ、適正な維持管理等の推進に寄与するた
め。

３ 効率性・経済性 4
類似する補助事業がないか 地域社会や区⺠等へ波及効果があるか

任意団体に対する補助の場合、⾃⽴化を促進す
るものであるか

補助⽬的及び⾦額に⾒合う実績等の効果があるか

補助⽬的が既に達成されていないか ⽬標及び⾒込まれる効果が明確か
団体等が⾃らの財源で賄う範囲と区の支援範囲
が明確となっているか

効果測定の具体的な⽬標・指標が明確か

判断理由

国や東京都では同様の事業を行っておらず、分譲マンションの適正な維持管理を促進し、良好な住環境を
形成するためには、今後も区が事業を行う必要がある。

２ 有効性・適格性 5
経費、補助額の算定根拠が明確になっているか

交付機会の公平性や負担の公平性が確保され
ているか

区が負担する割合として適切か 補助団体の活動内容が⽬的と合致しているか

区⺠ニーズに即しており、公益上必要と認めら
れるか

個人利益に対する利益に留まらず適切な対象
範囲に波及するか

区の施策⽬標の実現に寄与しているか

判断理由

１ 必要性・妥当性 5
区が実施する理由があるか ⽬的が政策上の位置付けと整合しているか

⽬的・内容等が社会経済情勢に合致しているか 不特定多数の利益の増進に寄与するか
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 人

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 120 120 120 120

実績 55

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 120 120 120 120 120 120

実績

指 標 単 位 件

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 8 8 8 8

実績 7

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 8 8 8 8 8 8

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

241

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

事業ＰＲを行ったセミナーへの参加者

120 37

指標の選定理由及び目標値の理由

指標の選定理由：当該事業を周知し、認知度を向上することにより助成件数を増やすため。
目標値の理由：基準年の実績の２倍以上とした。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

管理組合に対する助成件数

8 37

指標の選定理由及び目標値の理由

指標の選定理由：助成実績により事業効果が判断できるため。
目標値の理由：過去3か年（平成25年度～平成27年度）の平均助成件数（7件）以上とした。

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕高経年マンションの増加によ
り、助成件数が増加することが見込まれるた
め、予算額も増加すると想定される。

施策への
関 連 性

当該事業の推進により、分譲マンションにおける居住性の向上や、良好な住宅ストックの維
持及び保全が図られ、魅力的な住環境が形成される。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ
当該支援事業を「利用したことがある」、「利用したいと思う」は28.6％となっている。
（利用したいと思わないが19.0％、未記入が52.5％）(平成26年度実施：墨田区分譲マンショ
ン実態調査）

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

分譲マンションの管理不全は、防災・防犯など、周辺環境にも悪影響を及ぼす恐れがあるた
め、公共・公益性の観点から、適正な維持管理・再生に対して区が適切に関与し、積極的な
支援を行っていく必要がある。（東京都においても同様の事業を実施しているが、申請要件
が本区と異なっている）

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

マンション修築資金利子補給 6

事業概要

「墨田区分譲マンションリフォームローン償還助成要綱」に基づき、
分譲マンション共用部分等の修繕を行う際に不足する資金を、（独
法）住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」に
よって借り入れた区内分譲マンションの管理組合に対して、償還にか
かる利子の一部を補助することで、分譲マンションの居住性の向上を
図り、良好な住環境を形成する。

主管課・係（担当）

住宅課計画担当

０３－５６０８－６２１５
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評価結果
本制度を利用して修繕が実施されることで、分譲マンショ
ンの居住性の向上や建物の適正な維持管理が図られててい
る。

中間・最終年度
の 講 評

大規模修繕を迎える分譲マンションは確実に増加傾向にあることから、引き続き、制
度の周知を図り、利用促進を図っていく必要がある。

今 後 の
方 向 性

平成２９年４月に施行した「墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例」の趣旨
を踏まえ、より効果的な支援策を検討していく。

３ 効率性・経済性

効果測定及び改善・⾒直しの上継続

目的・対象が類似する事務事業はないか 類似事業はあるが統合等は望ましくない

実施工程やコストに改善の余地がないか 未検討

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか ある
判断理由

東京都においても同様の事業を実施しているため、実施手
法等の見直しなど、より効果的な事業推進が求められる。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 ない

区が実施すべき強い理由があるか 必須だが裁量余地あり
判断理由
分譲マンションは区内の居住形態として広く普及してお
り、東京都が同様な事業を実施しているが、区としてさら
に負担軽減を図ることで利用を促進している。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしていない
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平成２９年度　補助金評価シート

補 助 ⾦
名 称
根拠法令

単 位 人

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 120 120 120 120

実績 55

H32 H33 H34 H35 H36 H37
120 120 120 120 120 120

単 位 件

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 8 8 8 8

実績 7

H32 H33 H34 H35 H36 H37
8 8 8 8 8 8

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34
240

H35 H36 H37

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕高経年マンションの増加によ
り、助成件数が増加することが見込まれるた
め、予算額も増加すると想定される。

施策への
関 連 性

当該事業の推進により、分譲マンションにおける居住性の向上や、良好な住宅ストックの維持
及び保全が図られ、魅力的な住環境が形成される。

37

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由

指標の選定理由：助成実績により事業効果が判断できるため。
目標値の理由：過去3か年の平均助成件数（7件）以上とした。

有効性・
適格性

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由
指標の選定理由：当該事業を周知し、認知度を向上することにより助成件数を増や
すため。
目標値の理由：基準年の実績の2倍以上とした。

⽬ 的 に
対する指標
(成果指標)

指 標 管理組合に対する助成件数

最終⽬標値

8

手 段 に
対する指標
(活動指標)

指 標 事業ＰＲを行ったセミナーへの参加者

最終⽬標値

120 37

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

当該支援事業を「利用したことがある」、「利用したいと思う」は28.6％となっている。（利用したいと
思わないが19.0％、未記入が52.5％）(平成26年度実施：墨田区分譲マンション実態調査）

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

分譲マンションの管理不全は、防災・防犯など、周辺環境にも悪影響を及ぼす恐れがあるため、公共・公
益性の観点から、適正な維持管理・再生に対して区が適切に関与し、積極的な支援を行っていく必要があ
る。（東京都においても同様の事業を実施しているが、申請要件が本区と異なっている）

マンション修築資金利子補給 主管課・係（担当）

墨田区分譲マンションリフォーム償還助成要綱 住宅課計画担当

事業概要

「墨田区分譲マンションリフォームローン償還助成要綱」に基づき、分譲マン
ション共用部分等の修繕を行う際に不足する資金を、（独法）住宅金融支援機構
の「マンション共用部分リフォーム融資」によって借り入れた区内分譲マンショ
ンの管理組合に対して、償還にかかる利子の一部を補助することで、分譲マン
ションの居住性の向上を図り、良好な住環境の形成する。

03-5608-6215

事業の終期

平成37年



ある している
している している

認められる する

している

なっている されている

適切である 合致している

該当なし ある

されていない 明確

なっている 明確

ある ある
煩雑である

適切である

【評価結果】

改善・⾒直し

中 間 ・ 最 終
年 度 の 講 評

大規模修繕を迎える分譲マンションは確実に増加傾向にあることから、引き続き、制度の周
知を図り、利用促進を図っていく必要がある。

今 後 の
方 向 性

平成２９年４月に施行した「墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例」の趣旨を踏ま
え、より効果的な支援策を検討していく。

手続が過度に煩雑でないか 個人の経済的負担軽減の場合、実質的公平性
を考慮しているか

している
⽬的に対する区の負担割合が適切か

判断理由
東京都が同様の事業を実施しており、効率性・経済性について検討する必要があるが、事業目的を達成するために
は、引き続き事業を継続する必要がある。また、利子の一部を補助することになっており、区の負担割合及び利用者
の経済的負担は適正であると判断される。

補助対象経費及び補助額の算定根拠が要綱で明確に定められているため。また、当該事業の推進により適切な時期に
建物等の修繕が行われ、適正な維持管理等の推進に寄与するため。

３ 効率性・経済性 3
類似する補助事業がないか 地域社会や区⺠等へ波及効果があるか

任意団体に対する補助の場合、⾃⽴化を促進す
るものであるか

補助⽬的及び⾦額に⾒合う実績等の効果があるか

補助⽬的が既に達成されていないか ⽬標及び⾒込まれる効果が明確か
団体等が⾃らの財源で賄う範囲と区の支援範囲
が明確となっているか

効果測定の具体的な⽬標・指標が明確か

判断理由

東京都が同様の事業を実施しているが、本区の事業と併用して利用可能であるため、管理組合の費用負担をより一層
軽減することで、適正な時期に修繕が行われるようになる。また、当該事業の実施により、分譲マンションの適正な
維持管理が促進され、地域の住環境の向上にも寄与するため。

２ 有効性・適格性 5
経費、補助額の算定根拠が明確になっているか

交付機会の公平性や負担の公平性が確保され
ているか

区が負担する割合として適切か 補助団体の活動内容が⽬的と合致しているか

区⺠ニーズに即しており、公益上必要と認めら
れるか

個人利益に対する利益に留まらず適切な対象
範囲に波及するか

区の施策⽬標の実現に寄与しているか

判断理由

１ 必要性・妥当性 5
区が実施する理由があるか ⽬的が政策上の位置付けと整合しているか

⽬的・内容等が社会経済情勢に合致しているか 不特定多数の利益の増進に寄与するか
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 戸

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 298

実績 298

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 378

実績

指 標 単 位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 100 100 100 100

実績 95.6

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 100 100 100 100 100 100

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

94,347

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

管理戸数

378 37

指標の選定理由及び目標値の理由
区営住宅として管理している住戸数を活動指標とする。
目標値は、現在の管理戸数(５棟298戸)のほかに、第６次住宅マスタープランにおいて、東京
都から区への移管目標としている対象住戸（２団地80戸）を合わせた住戸数とする。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

入居率（年度末時点）

100 37

指標の選定理由及び目標値の理由
入居者は、住生活の安定が図られていると判断されるため、需要度を測る指標として、管理
戸数に対する入居率を成果指標とする。（ただし、実績値は、年度末時点の数値であり、入
居者の入退去のタイミングにより空室として反映される。）

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕施設・設備の経年に伴い大規
模修繕を実施する年度は維持管理費の予算額
が増加する。

施策への
関 連 性

民間市場では住宅確保が困難となっている高齢者やひとり親世帯等の低額所得者世帯に対し
て、低廉な使用料（家賃）の住戸を提供することにより、入居世帯の生活の安定と福祉の増
進が図られ、安心して暮らすことのできる住環境が形成される。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

毎年度実施している区営住宅の空室への入居者の公募においては、毎回、募集戸数に対して
多くの応募があり、応募倍率は高い水準となっている。（27年度：31.5倍、28年度：28.7
倍）

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

法律に基づき供給している福祉的な住宅施策であり、民間主導での供給は困難であるため、
区が実施する必要がある。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

区営住宅維持管理 7

事業概要
「墨田区営住宅条例」に基づき、住宅に困窮する低所得者世帯に対し
て、区営住宅（東京都から移管を受けた公営住宅）を提供し、適正に
維持管理することで、入居者の住生活の安定を図る。

主管課・係（担当）
住宅課公営住宅担当

03-5608-6214
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評価結果

供給している住宅の応募倍率は常に高く、低所得者世帯等
の住生活の安定確保に寄与している。

中間・最終年度
の 講 評

低所得者世帯向けの住宅は今後も高い需要が見込まれることから、引き続き、法令に
基づき、区営住宅の適正管理に努めていく必要がある。

今 後 の
方 向 性

本事業の継続に加え、民間賃貸住宅等を活用した新たな居住支援策を検討し、福祉的
な住宅施策の強化・充実に努めていく。

３ 効率性・経済性

改善・⾒直しの上継続

目的・対象が類似する事務事業はないか ない

実施工程やコストに改善の余地がないか ない

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか ない
判断理由
法令に基づき実施している事業であるため、コスト等にお
ける裁量余地は少なく、効果も限定的（居住者のみ）であ
る。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 ない

区が実施すべき強い理由があるか 必須で裁量余地なし
判断理由

福祉的な住宅施策は今後も高い需要が見込まれるが、事業
採算の観点から、民間主導での供給は困難と考えられる。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしている
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 戸

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 174 179 185 182
実績 173

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 179 176 173 170 167 164
実績

指 標 単 位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 100 100 100 100
実績 89.6

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 100 100 100 100 100 100
実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

195,806

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

管理戸数

164 37

指標の選定理由及び目標値の理由

新規借上げが困難となってきていること、また、第6次住宅マスタープランに掲げている
「すみだすまい安心ネットワーク」の整備の推進状況を踏まえた管理戸数（木造やエレベー
タ未設置の物件を除く）としていくことを目指す。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

入居率（年度末時点）

100 37

指標の選定理由及び目標値の理由
入居者は、住生活の安定が図られていると判断されるため、需要度を測る指標として、管理
戸数に対する入居率を成果指標とする。（ただし、実績値は、年度末時点の数値であり、入
居者の入退去のタイミングにより空室として反映される。）

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
  借上げ戸数の増減により推移する。

施策への
関 連 性

住宅に困窮する高齢者世帯の安心・安定が確保され、もって、福祉の増進が図られた住環境
が形成される。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ
平成２７年６月募集   募集戸数　単身用 12戸  応募者数 62名   倍率 5.2倍
　　　　　　　　　　 募集戸数　世帯用  1戸  応募者数  4名   倍率 4.0倍
平成２７年12月募集   募集戸数  世帯用  3戸  応募者数  5名   倍率 1.7倍
平成２８年６月募集   募集戸数　単身用 20戸  応募者数 85名   倍率 4.3倍
   　　　　　　　    募集戸数　世帯用  2戸  応募者数 14名   倍率 7.0倍
平成２９年２月募集　 募集戸数　世帯用  2戸　応募者数  9名　 倍率 4.5倍

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

住宅に困窮する高齢者世帯に対する区独自の居住支援事業であり、今後も高い需要が見込ま
れるが、区の直接建設や民間主導での供給は困難であるため、区が実施する必要がある。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

高齢者個室借上げ住宅事業 8

事業概要

「高齢者個室借上げ住宅条例」に基づき、住宅に困窮する高齢者世帯
（満65歳以上の単身世帯又は満65歳以上を含む満60歳以上の２人世
帯、ただし、障害等がある場合は満60歳以上）に対し、区が民間賃貸
住宅を借上げ、公営住宅に準じた使用料で提供することで、生活の安
心・安定を確保する。

主管課・係（担当）
住宅課高齢者住宅担当

03-5608-6214
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評価結果
供給している住宅の応募倍率は常に高く、住宅に困窮す
る高齢者世帯等の居住の安定確保に寄与している。

中間・最終年
度 の 講 評

住宅に困窮する高齢者世帯向けの住宅は、今後も高い需要が見込まれることから、現
時点において事業継続は必要であるが、供給戸数を増やしていくことが困難になって
きている。

今 後 の
方 向 性

第６次住宅マスタープランで掲げた「すみだすまい安心ネットワーク」の構築を検討
する中で、効果的な居住支援策の整備を進めいく。

３ 効率性・経済性

効果測定及び改善・⾒直しの上継続

目的・対象が類似する事務事業はないか 類似事業はあるが統合等は望ましくない

実施工程やコストに改善の余地がないか ない

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか 未測定
判断理由

公営住宅に準じた設定の事業であり、コストの大部分が
住宅の借上げに係る賃貸借料であるため裁量の余地はな
く、効果も限定的（居住者のみ）である。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 ない

区が実施すべき強い理由があるか 必須だが裁量余地あり
判断理由
福祉的な住宅施策は今後も高い需要が見込まれるが、事
業採算等の観点からも、民間主導での供給は困難と考え
られる。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしていない
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 戸

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 102 102 102 102

実績 102

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 102 102 102 102 102 102

実績

指 標 単 位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 100 100 100 100

実績 98

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 100 100 100 100 100 100

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

119,067

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

管理戸数

102 37

指標の選定理由及び目標値の理由

新たな建設又は借上げは困難であるため、建物の老朽程度に応じて維持補修を行い、現在の
管理戸数を可能な限り長い期間維持することを目指す。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

入居率（年度末時点）

100 37

指標の選定理由及び目標値の理由
入居者は、住生活の安定が図られていると判断されるため、需要度を測る指標として、管理
戸数に対する入居率を成果指標とする。（ただし、実績値は、年度末時点の数値であり、入
居者の入退去のタイミングにより空室として反映される。）

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
  建物の計画修繕の有無により、予算・決算
額が大きく変動する。

施策への
関 連 性

高齢者のための設備などが配慮された住宅を供給することで、高齢者世帯が安心して自立し
た生活を送るための住環境が形成される。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

平成２７年６月募集　（単身向け）募集戸数　６戸　応募者数　９９名　　倍率１６．５倍
　　　　　　　　　　（世帯向け）募集戸数　１戸　応募者数　　９名　　倍率　９．０倍
平成２７年12月募集  （世帯向け）募集戸数　１戸　応募者数　　５名　　倍率　５．０倍
平成２８年６月募集　（単身向け）募集戸数１０戸　応募者数１０７名　　倍率１０．７倍

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

区内には東京都が実施するシルバーピアも２棟あるが、戸数に限りがあるため、民間賃貸住
宅の家賃の支払いが困難な高齢者や、バリアフリーに配慮された住まいが必要な高齢者が入
居できる住宅として、区が実施する必要がある。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

シルバーピア維持管理 9

事業概要
「墨田区シルバーピア条例」に基づき、高齢者が安全で安心して住め
る集合住宅を提供することで、生活の安定を図る。
（現在、区の直接建設や借上げにより、６棟１０２戸を供給）

主管課・係（担当）
住宅課高齢者住宅担当

03-5608-6214



5 5 3 3

評価結果

供給している住宅の応募倍率は常に高く、住宅に困窮する
高齢者世帯の居住の安定確保に寄与している。

中間・最終年度
の 講 評

高齢者のための設備等が配慮された住宅は、今後も高い需要が見込まれることから、
引き続き、シルバーピアの適正管理に努めていく。

今 後 の
方 向 性

本事業の継続に加え、民間賃貸住宅等を活用した新たな居住支援策を検討し、福祉的
な住宅施策の強化・充実に努めていく。

３ 効率性・経済性

効果測定及び改善・⾒直しの上継続

目的・対象が類似する事務事業はないか 類似事業はあるが統合等は望ましくない

実施工程やコストに改善の余地がないか ない

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか 未測定
判断理由
法令に基づき供給している事業であるため、コスト等にお
ける裁量余地はなく、効果も限定的（居住者のみ）であ
る。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 不十分

区が実施すべき強い理由があるか ある
判断理由
福祉的な住宅施策は今後も高い需要が見込まれるが、事業
採算等の観点からも、民間主導での供給は困難と考えられ
る。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしている
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 件

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 50 50 50 50

実績 44

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 50 50 50 50 50 50

実績

指 標 単 位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 20 20 20 20

実績 18

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 20 20 20 20 20 20

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

516

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

あっせん申請件数

50 37

指標の選定理由及び目標値の理由

申請を受けることで、高齢者等世帯の住宅困窮度を把握し、民間賃貸住宅のあっせんにつな
げることができるため。目標値は、27年度及び28年度実績の1割増とする。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

申請件数に対する成約率

20 37

指標の選定理由及び目標値の理由

あっせんにより、民間賃貸住宅の契約に結び付くことで、申請者の居住継続支援につなが
り、居住の安定確保が図られるため。（目標値は、例年の成約率の平均値をもとに設定）

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
  申請者の希望物件があるかどうかで、増減
する。

施策への
関 連 性

住宅に困窮する高齢者世帯等の生活の安心・安定が確保され、もって福祉の増進が図られた
住環境が形成される。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

[申込件数]
　　２７年度　４５件（高齢者：３６件　障害者：３件　ひとり親：２件　その他４件）
　　２８年度　４４件（高齢者：３８件　障害者：４件　ひとり親：２件）

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

　今後も相談件数は増加することが予想されるが、代替え事業はないため、住宅に困窮する
高齢者等の世帯に対する居住支援対策として、区が実施する必要がある。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

高齢者等住宅あっせん事業 10

事業概要
「墨田区高齢者等住宅あっせん事業実施要綱」に基づき、住宅に困窮
する高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯に対して、東京都宅地建
物取引業協会墨田区支部の協力により、民間賃貸住宅を紹介あっせん
することで、居住継続支援を図る。

主管課・係（担当）

住宅課高齢者住宅担当

03-5608-6214



5 4 1 2

評価結果
成約に至る件数は少ないが、宅建協会墨田区支部加入の不
動産店の協力により、高齢者世帯等の居住の安定確保に寄
与している。

中間・最終年度
の 講 評

今後も相談件数の増加が見込まれるため、本事業を継続する中で、他の入居支援策と
の複合的な運用を行う等、事業そのものの見直しが必要である。

今 後 の
方 向 性

第６次住宅マスタープランで掲げた「すみだすまい安心ネットワーク」の構築を検討
する中で、効果的な居住支援策の整備を進めていく。

３ 効率性・経済性

類似事業との統合

目的・対象が類似する事務事業はないか ある

実施工程やコストに改善の余地がないか ある

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか ある
判断理由

宅建協会墨田区支部加入の不動産店の協力により、迅速な
対応が取れる一方、成約に至らないケースも多いため、他
の入居支援策との統合等、効果的な見直しが求められる。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 不十分

区が実施すべき強い理由があるか ある
判断理由
不動産店等では、高齢者、障害者、ひとり親であることを
理由に契約を断られるという相談が絶えず、今後も一定の
需要が見込まれる。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしていない
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 戸

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 4 10 10 10

実績 0

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 10 10 10 10 10 10

実績

指 標 単 位 世帯

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 4 10 10 10

実績 0

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 10 10 10 10 10 10

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

0

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

補助により改修を行った住戸数

10 37

指標の選定理由及び目標値の理由

対象となる民間木造賃貸住宅を改修することで、高齢者向けに供給される住戸が確保される
ため

目 的 に
対する指標
(成果指標)

改修後の住戸に入居した高齢者世帯数

10 37

指標の選定理由及び目標値の理由

改修した住戸に、対象としている高齢者が居住することで、安全安心な住まいが確保できた
と判断されるため。

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
実際の申請件数による。

施策への
関 連 性

高齢者の様々な居住ニーズに対応できる居住環境が整備され、高齢者の安全安心な暮らしが
確保される。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ
高齢者や障害者が安心して暮らせるために望まれることで、「住宅のバリアフリー化の推
進」については20.8％、「高齢者や障害者向けの低家賃な賃貸住宅の供給」については
34.3％であった。（平成27年度実施：墨田区新住宅マスタープラン策定に伴う区民居住意識
等実態調査）

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

区内に居住する高齢者への賃貸あっせんを条件とした住宅改修支援であり、民間主導での整
備は困難であるため、区が実施する必要がある。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

民間木造賃貸住宅改修支援事業 11

事業概要
「墨田区民間木造賃貸住宅改修支援事業実施要綱」に基づき、民間木
造賃貸住宅のバリアフリー化等の改修に要する経費の一部を補助する
ことで、高齢者の安全安心な居住環境の確保を支援し、高齢者向け住
宅の供給を促進する。

主管課・係（担当）
住宅課計画担当

03-5608-6215



5 4 2 3

評価結果

本事業により整備された住宅の大半には、高齢者世帯が居
住しているため、居住の安定確保に寄与している。

中間・最終年度
の 講 評

高齢者世帯の安全な暮らしに配慮した住宅は、今後も高い需要が見込まれるものの、
利用実績は伸びていないため、制度周知を含め、実施手法等について改善していく必
要がある。

今 後 の
方 向 性

実施手法の見直しや、他の住宅施策への整理・統合など、より効果的な居住支援策を
検討していく。

３ 効率性・経済性

効果測定及び改善・⾒直しの上継続

目的・対象が類似する事務事業はないか 未検討

実施工程やコストに改善の余地がないか 未検討

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか ない
判断理由

利用実績が減少していることから、実施手法などの見直し
が求められる。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 不十分

区が実施すべき強い理由があるか ある
判断理由
高齢者世帯向けの低廉な賃料での住宅整備は、今後も高い
需要が見込まれるが、事業採算の観点から、民間主導での
整備は困難と考えられる。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしていない
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補 助 ⾦
名 称
根拠法令

単 位 戸

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 4 10 10 10

実績 0

H32 H33 H34 H35 H36 H37
10 10 10 10 10 10

単 位 世帯

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 4 10 10 10

実績 0

H32 H33 H34 H35 H36 H37
10 10 10 10 10 10

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34
0

H35 H36 H37

平成２９年度 補助⾦評価シート

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
実際の申請件数による。

施策への
関 連 性

高齢者の様々な居住ニーズに対応できる居住環境が整備されることで、高齢者の安全安心な暮
らしが確保される。

37

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由

改修した住戸に、対象としている高齢者が居住することで、安全安心な住まいが
確保できたと判断されるため。

有効性・
適格性

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由

対象となる民間木造賃貸住宅を改修することで、高齢者向けに供給される住戸が
確保されるため。

⽬ 的 に
対する指標
(成果指標)

指 標 改修後の住戸に入居した高齢者世帯数

最終⽬標値

10

手 段 に
対する指標
(活動指標)

指 標 補助により改修を行った住戸数

最終⽬標値

10 37

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

高齢者や障害者が安心して暮らせるために望まれることで、「住宅のバリアフリー化の推進」について
は20.8％、「高齢者や障害者向けの低家賃な賃貸住宅の供給」については34.3％であった。(平成27年度
実施：墨田区新住宅マスタープラン策定に伴う基礎調査の区民居住意識等実態調査）

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

区内に居住する高齢者への賃貸あっせんを条件とした住宅改修支援であり、民間主導での整備は困難で
あるため、区が実施する必要がある。

民間木造賃貸住宅改修支援事業補助金 主管課・係（担当）

民間木造賃貸住宅改修支援事業実施要綱 住宅課計画担当

事業概要
「墨田区民間木造賃貸住宅改修支援事業実施要綱」に基づき、民間木造賃
貸住宅のバリアフリー化等の改修に要する経費の一部を補助することで、
高齢者の安全安心な居住環境の確保を支援し、高齢者向け住宅の供給を促
進する。

03-5608-6215

事業の終期

平成３７年



ある している
している している

認められる する

している

なっている されている

適切である 該当なし

該当なし ある

されていない 不明確

なっている 不明確

ない ある
煩雑ではない

適切である

【評価結果】

改善・⾒直し

中 間 ・ 最 終
年 度 の 講 評

高齢者世帯の安全な暮らしに配慮した住宅は、今後も高い需要が見込まれるものの、利用
実績は伸びていないため、制度周知を含め、実施手法等について改善していく必要があ
る。

今 後 の
方 向 性

実施手法の見直しや、他の住宅施策への整理・統合など、より効果的な居住支援策を検討
していく。

手続が過度に煩雑でないか 個人の経済的負担軽減の場合、実質的公平性
を考慮しているか

している
⽬的に対する区の負担割合が適切か

判断理由

手続きについては、補助を行う上で最低限必要なものを求めている。また、実際にかかる工事費の一部
を補助しているため適正な負担をした上での補助となっている。

区の負担割合については要綱で定めており、工事費の一部を補助することになっているため、事業者の
負担が必ず発生するものであり、目的と金額は明確である。

３ 効率性・経済性 5
類似する補助事業がないか 地域社会や区⺠等へ波及効果があるか

任意団体に対する補助の場合、⾃⽴化を促進す
るものであるか

補助⽬的及び⾦額に⾒合う実績等の効果があるか

補助⽬的が既に達成されていないか ⽬標及び⾒込まれる効果が明確か
団体等が⾃らの財源で賄う範囲と区の支援範囲
が明確となっているか

効果測定の具体的な⽬標・指標が明確か

判断理由

区民ニーズに即しており、区内に居住する高齢者と家主の利益の増進に寄与している。

２ 有効性・適格性 4
経費、補助額の算定根拠が明確になっているか

交付機会の公平性や負担の公平性が確保され
ているか

区が負担する割合として適切か 補助団体の活動内容が⽬的と合致しているか

区⺠ニーズに即しており、公益上必要と認めら
れるか

個人利益に対する利益に留まらず適切な対象
範囲に波及するか

区の施策⽬標の実現に寄与しているか

判断理由

１ 必要性・妥当性 5
区が実施する理由があるか ⽬的が政策上の位置付けと整合しているか

⽬的・内容等が社会経済情勢に合致しているか 不特定多数の利益の増進に寄与するか
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 件

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 3 3 3 3

実績 1

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 3 3 3 3 3 3

実績

指 標 単 位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 70 ― ― ―

実績 65.1 ― ― ―

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 70 ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ―

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

682

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

融資あっせんの決定件数

3 37

指標の選定理由及び目標値の理由

毎年一定程度、融資のあっせんを行うことで、区民の住宅環境が改善されるため。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

総合的な住宅の満足度
（住宅マスタープラン基礎調査）

70 32

指標の選定理由及び目標値の理由
融資を受け、住宅の修築等が促進されることで、住宅の満足度について「満足」と「やや満
足」と回答する区民の合計が増加するため。（目標値は第6次住宅マスタープランの成果指
標）

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
利子補助対象者の減により、決算額も減少傾
向にある。

施策への
関 連 性

住宅の修築等に要する資金が確保され、住宅の安全性、耐久性及び居住性を高める修築等が
行われることで、安心して住み続けられる住宅環境が整備される。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ
平成27年度墨田区新住宅マスタープラン策定に伴う区民居住意識等実態調査において、持ち
家に住んでいる人のうち24.0％が「傷んでいる箇所を修理・補修したい」と回答した。ま
た、建替え、売却、リフォーム、修繕等を実施する際の課題は、「資金面で問題がある」が
50.3％で最も多かった。

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）
区が取扱金融機関と契約を交わすことで、低利での借入が可能となり、区民が住宅の修築等
に必要な資金を円滑に確保することができる。また、利子の一部及び保証料の全額補助を行
うことで、区民の負担軽減が図られている。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

住宅修築資金融資 12

事業概要

「墨田区住宅修築資金融資あっせん要綱」に基づき、住宅の修築等の
ための資金が不足する区民に対し、取扱金融機関へ融資のあっせんを
行い、円滑な資金確保及び修築等の実施につなげることで、区民の住
宅環境の改善を図る。
なお区は、貸付区分（一般、特別、道路交通騒音防止、防災対策、ア
スベスト対策）に応じた利子の一部補助及び、保証料の全額補助を行
う。

主管課・係（担当）

住宅課計画担当

03-5608-6215



3 2 3 3

評価結果
本制度によって必要な資金が円滑に確保され、修築等の実
施につながることから、安全・安心な住宅環境の形成に寄
与すると判断できるが、申込件数は伸びていない。

中間・最終年
度 の 講 評

近年、申込件数は伸びていないが、住宅の修築等は、今後も一定の需要は見込まれる
と考えられるため、利用促進につながる効果的な見直しを検討するとともに、制度の
さらなる周知を図ることが必要である。

今 後 の
方 向 性

良好な住環境を維持するためには、適切な時期に必要な修繕を行うことが不可欠であ
るため、引き続き金融機関の協力を得て資金調達を支援していく。

３ 効率性・経済性

効果測定及び改善・⾒直しの上継続

目的・対象が類似する事務事業はないか ない

実施工程やコストに改善の余地がないか ある

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか 未測定
判断理由

利用件数が伸びていないことから、実施手法等の改善・見
直しなど、より効果的な事業推進が求められる

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ない

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 不十分

区が実施すべき強い理由があるか 必須だが裁量余地あり
判断理由

今後も一定の需要は見込まれるが、他制度による補助事業
では資金のすべてを確保することが困難であるため、本事
業により取扱金融機関への融資あっせんを行うとともに、
保証料補助及び貸付区分に応じた利子の一部補助を実施し
ている。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしていない
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平成２９年度　補助金評価シート

補 助 ⾦
名 称
根拠法令

単 位 件

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 3 3 3 3

実績 1

H32 H33 H34 H35 H36 H37
3 3 3 3 3 3

単 位 ％

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 70 ― ― ―

実績 65.1 ― ― ―

H32 H33 H34 H35 H36 H37
70 ― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34
676

H35 H36 H37

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
利子補助対象者の減により、決算額も減少傾
向にある。

施策への
関 連 性

住宅の修築等に要する資金が確保され、住宅の安全性、耐久性及び居住性を高める修築等が行
われることで、安心して住み続けられる住宅環境が整備される。

32

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由
融資を受け、住宅の修築等が促進されることで、住宅の満足度について「満足」
と「やや満足」と回答する区民の合計が増加するため。（目標値は第6次住宅マス
タープランの成果指標）

有効性・
適格性

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由

毎年一定程度、融資のあっせんを行うことで、区民の住宅環境が改善されるた
め。

⽬ 的 に
対する指標
(成果指標)

指 標 住宅の満足度
（住宅マスタープラン基礎調査）

最終⽬標値

70

手 段 に
対する指標
(活動指標)

指 標 融資あっせんの決定件数

最終⽬標値

3 37

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

平成27年度墨田区新住宅マスタープラン策定に伴う区民居住意識等実態調査において、持ち家に住んで
いる人のうち24.0％が「傷んでいる箇所を修理・補修したい」と回答した。また、建替え、売却、リ
フォーム、修繕等を実施する際の課題は、「資金面で問題がある」が50.3％で最も多かった。

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）
区が取扱金融機関と契約を交わすことで、低利での借入が可能となり、区民が住宅の修築等に必要な資
金を円滑に確保することができる。また、利子の一部及び保証料の全額補助を行うことで、区民の負担
軽減が図られている。

住宅修築資金融資利子補助金 主管課・係（担当）

墨田区住宅修築資金融資あっせん要綱（昭和52年4月19日52墨区経発第107号） 住宅課計画担当

事業概要

「墨田区住宅修築資金融資あっせん要綱」に基づき、住宅の修築等のため
の資金が不足する区民に対し、取扱金融機関へ融資のあっせんを行い、円
滑な資金確保及び修築等の実施につなげることで、区民の住宅環境の改善
を図る。
なお区は、貸付区分（一般、特別、道路交通騒音防止、防災対策、アスベ
スト対策）に応じた利子の一部補助及び、保証料の全額補助を行う。

03-5608-6215

事業の終期

平成37年



ある している
している している

認められる する

している

なっている されている

適切である 該当なし

該当なし ある

されていない 不明確

なっている 不明確

ある ある
煩雑ではない

適切である

【評価結果】

改善・⾒直し

中 間 ・ 最 終
年 度 の 講 評

補助金事業が実施されている貸付区分に関しては、当該事業の動向に合わ
せて、整理することも検討する。

今 後 の
方 向 性

住宅の安全性を高め、良好な住環境を維持するためには、適切な時期に必
要な修繕を行うことが不可欠である。区民所得が低下する中、修築等の資
金が不足する区民の増加も予想されるため、引き続き金融機関の協力を得
て資金調達を支援していく。

手続が過度に煩雑でないか 個人の経済的負担軽減の場合、実質的公平性
を考慮しているか

している
⽬的に対する区の負担割合が適切か

判断理由

耐震改修、高齢者及び障害者への住宅改修については補助金事業も実施されているが、補助金で工事費
をすべてまかなうことはできないため、修築等のための資金確保の手段が必要である。

私有財産の形成に寄与しない範囲内で、住宅の修築等に必要な資金の確保を後押しするよう実施してい
る。

３ 効率性・経済性 4
類似する補助事業がないか 地域社会や区⺠等へ波及効果があるか

任意団体に対する補助の場合、⾃⽴化を促進す
るものであるか

補助⽬的及び⾦額に⾒合う実績等の効果があるか

補助⽬的が既に達成されていないか ⽬標及び⾒込まれる効果が明確か
団体等が⾃らの財源で賄う範囲と区の支援範囲
が明確となっているか

効果測定の具体的な⽬標・指標が明確か

判断理由

適切な時期に住宅の修築等が行われ、住宅の安全性、耐久性及び居住性が高まることにより、良好な住
宅環境が形成される。

２ 有効性・適格性 4
経費、補助額の算定根拠が明確になっているか

交付機会の公平性や負担の公平性が確保され
ているか

区が負担する割合として適切か 補助団体の活動内容が⽬的と合致しているか

区⺠ニーズに即しており、公益上必要と認めら
れるか

個人利益に対する利益に留まらず適切な対象
範囲に波及するか

区の施策⽬標の実現に寄与しているか

判断理由

１ 必要性・妥当性 5
区が実施する理由があるか ⽬的が政策上の位置付けと整合しているか

⽬的・内容等が社会経済情勢に合致しているか 不特定多数の利益の増進に寄与するか
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 千円

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 ― ― ― ―

実績 28,184

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 ― ― ― ― ― ―

実績

指 標 単 位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 100 100 100 100

実績 95

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 100 100 100 100 100 100

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

28,194

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

家賃減額補助費

―

指標の選定理由及び目標値の理由

家賃補助を行うことにより良質な高齢者住宅の提供を実現できているため、家賃補助費を活
動指標とする。目標値については家賃補助費は目標に適さないため設定しない。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

入居率（年度末時点）

100 37

指標の選定理由及び目標値の理由
入居者は、居住の安定確保が図られていると判断されるため、需要度を測る指標として、入
居率を成果指標とする。（ただし、実績値は、年度末時点の数値であり、入居者の入退去の
タイミングにより空室として反映される。）

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
　入居率はほぼ１００％であり補助費の変動
もないため横ばいとなっている。

施策への
関 連 性

加齢に伴う身体的機能低下等に配慮をした高齢者向けの優良な賃貸住宅の入居者に対して
（間接的に）家賃補助が行われ、家賃負担が軽減されることで、高齢者の居住の安定が確保
される。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

高齢化が進む中、高齢者に相応しい適切な設備を備えた住宅が不足していることから、法令
に基づき供給しているが、需要は高く、常に空室が発生した場合の入居希望待機者が控えて
いる状況である。

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

良質な高齢者住宅の提供については民間市場においては極端に供給が少なく、民間で運営す
ることが困難であるため、法令に基づいて区が事業協力（家賃補助）を行う必要がある。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助事業 13

事業概要
「墨田区高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱」に基づき、高齢者向けの
優良賃貸住宅を供給し、入居者に対する家賃低廉化補助（実務上は事
業者に対する補助）を行うことにより、高齢者の居住の安定の確保を
図る。

主管課・係（担当）

住宅課公営住宅担当

03-5608-6214



5 5 4 4

評価結果

供給している住宅への入居希望は多く、家賃低廉化補助に
より、高齢者世帯の居住の安定確保に寄与している。

中間・最終年度
の 講 評

高齢者向けの優良な賃貸住宅は今後も高い需要が見込まれることから、引き続き、法
令に基づき、事業を実施していく必要がある。

今 後 の
方 向 性

本事業の継続に加え、「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）」
に基づき、様々な形での高齢者住宅の供給に努めていく。

３ 効率性・経済性

改善・⾒直しの上継続

目的・対象が類似する事務事業はないか ない

実施工程やコストに改善の余地がないか ない

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか ない
判断理由
法令に基づき実施している事業であるため、コスト等にお
ける裁量の余地はなく、効果も限定的（居住者のみ）であ
る。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 ない

区が実施すべき強い理由があるか 必須で裁量余地なし
判断理由
良質な高齢者住宅は今後も高い需要が見込まれるが、事業
採算の観点からも、家賃減額を含めた運営は、民間主導で
は困難と考えられる。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしている
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平成２９年度　補助金評価シート

補 助 ⾦
名 称
根拠法令

単 位 千円

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 ― ― ― ―

実績 28,184

H32 H33 H34 H35 H36 H37
― ― ― ― ― ―

単 位 ％

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 100 100 100 100

実績 95

H32 H33 H34 H35 H36 H37
100 100 100 100 100 100

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34
28,193

H35 H36 H37

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
　入居率はほぼ１００％であり補助費の変動
もないため横ばいとなっている。

施策への
関 連 性

加齢に伴う身体的機能低下等に配慮をした高齢者向けの優良な賃貸住宅の入居者に対して（間
接的に）家賃補助が行われ、家賃負担が軽減されることで、高齢者の居住の安定が確保され
る。

37

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由

入居者は、居住の安定確保が図られていると判断されるため、需要度を測る指標と
して、入居率を成果指標とする。（ただし、実績値は、年度末時点の数値であり、
入居者の入退去のタイミングにより空室として反映される。）

有効性・
適格性

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由
家賃補助を行うことにより良質な高齢者住宅の提供を実現できているため、家賃補
助費を活動指標とする。目標値については家賃補助費は目標に適さないため設定し
ない。

⽬ 的 に
対する指標
(成果指標)

指 標 入居率（年度末時点）

最終⽬標値

100

手 段 に
対する指標
(活動指標)

指 標 家賃減額補助費

最終⽬標値

―

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

高齢化が進む中、高齢者に相応しい適切な設備を備えた住宅が不足していることから、法令に基づき供給
しているが、需要は高く、常に空室が発生した場合の入居希望待機者が控えている状況である。

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

良質な高齢者住宅の提供については民間市場においては極端に供給が少なく、民間で運営することが困難
であるため、法令に基づいて区が事業協力（家賃補助）を行う必要がある。

高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助 主管課・係（担当）

墨田区高齢者向け優良賃貸住宅制度補助要領 住宅課公営住宅担当

事業概要
「墨田区高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱」に基づき、高齢者向けの優良
賃貸住宅を供給し、入居者に対する家賃低廉化補助（実務上は事業者に対
する補助）を行うことにより、高齢者の居住の安定の確保を図る。

03-5608-6214

事業の終期

平成37年



ある している
している していない

認められる しない

している

なっている されている

適切である 該当なし

該当なし ある

されていない 明確

なっている 明確

ない ない
煩雑ではない

適切である

【評価結果】

改善・⾒直し

中 間 ・ 最 終
年 度 の 講 評

高齢者向けの優良な賃貸住宅は今後も高い需要が見込まれることから、引き続き、法令に基
づき、事業を実施していく必要がある。

今 後 の
方 向 性

本事業の継続に加え、「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）」に基づ
き、様々な形での高齢者住宅の供給に努めていく。

手続が過度に煩雑でないか 個人の経済的負担軽減の場合、実質的公平性
を考慮しているか

している
⽬的に対する区の負担割合が適切か

判断理由

法令に基づいて区が家賃補助の額を決定している。また、入居者の収入に応じて家賃補助額が異なるよう
になっている。

法令に基づいて事業を実施（家賃補助の額を決定）している。また、入居者の選定については公募によ
る。

３ 効率性・経済性 4
類似する補助事業がないか 地域社会や区⺠等へ波及効果があるか

任意団体に対する補助の場合、⾃⽴化を促進す
るものであるか

補助⽬的及び⾦額に⾒合う実績等の効果があるか

補助⽬的が既に達成されていないか ⽬標及び⾒込まれる効果が明確か
団体等が⾃らの財源で賄う範囲と区の支援範囲
が明確となっているか

効果測定の具体的な⽬標・指標が明確か

判断理由

良質な高齢者住宅の提供を民間で供給・運営することが困難であるため、法令に基づいて区が事業協力
（家賃補助）を実施している。それにより、高齢者向け優良賃貸住宅の入居者に対して安心して居住でき
る住宅の提供を含む住環境形成の向上に寄与している。

２ 有効性・適格性 5
経費、補助額の算定根拠が明確になっているか

交付機会の公平性や負担の公平性が確保され
ているか

区が負担する割合として適切か 補助団体の活動内容が⽬的と合致しているか

区⺠ニーズに即しており、公益上必要と認めら
れるか

個人利益に対する利益に留まらず適切な対象
範囲に波及するか

区の施策⽬標の実現に寄与しているか

判断理由

１ 必要性・妥当性 3
区が実施する理由があるか ⽬的が政策上の位置付けと整合しているか

⽬的・内容等が社会経済情勢に合致しているか 不特定多数の利益の増進に寄与するか
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 千円

最終目標値 ⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 80 40 40 40

実績 0

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 40 40 40 40 40 40

実績

指 標 単 位 件

最終目標値 ⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 8 4 4 4

実績 0

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 4 4 4 4 4 4

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

0

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

助成額

40 37

指標の選定理由及び⽬標値の理由

民間賃貸住宅に入居できない高齢者世帯等に対し、実際にどの程度、保証料の助成が行えて
いるか把握できるため。（目標値は、例年の実績件数の平均値をもとに設定）

目 的 に
対する指標
(成果指標)

成約件数

4 37

指標の選定理由及び⽬標値の理由

成約により、住宅に困窮する高齢者世帯等への入居支援につながり、生活の安心・安定が確
保されるため。（目標値は、例年の成約件数の平均値をもとに２倍に設定）

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
  協定を結んだ民間保証機関が使用できる物
件の契約数による。

施策への
関 連 性

民間賃貸住宅の入居手続きが円滑に進められ、高齢者世帯等の生活の安心・安定が確保され
る。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

成約件数（保証料助成額）：平成２６年度　３件（２７，９００円）
　　　　　　　　　　　　　平成２７年度　１件（１０，５００円）
　　　　　　　　　　　　　平成２８年度　０件

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

民間の債務保証制度が普及してきているが、保証料の負担を軽減することで、高齢者世帯等
の民間賃貸住宅の手続きが円滑に進められ、生活の安心・安定の確保につながりやすくなる
ため、区が実施する必要がある。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

家賃等債務保証料助成事業 14

事業概要
「墨田区高齢者等家賃等債務保証制度実施要綱」に基づき、保証人が
いない理由で民間賃貸住宅に入居できない高齢者、障害者及びひとり
親世帯に対して、区と協定を結んだ民間保証機関が家賃等の債務を保
証することで、民間賃貸住宅への円滑な入居を支援する。

主管課・係（担当）

住宅課高齢者住宅担当

03-5608-6214



4 4 1 2

評価結果
成約に至るケースは少ないが、民間保証機関と協定を結
び、入居支援を行うことで、高齢者世帯等の居住の安定確
保が図られる。

中間・最終年度
の 講 評

本事業の利用以前に、高齢等の理由により物件が探せない世帯が多いため、他の入居
支援策との複合的な運用を行う等、事業そのものの見直しが必要である。

今 後 の
方 向 性

第６次住宅マスタープランで掲げた「すみだすまい安心ネットワーク」の構築を検討
する中で、効果的な居住支援策の整備を進めていく。

３ 効率性・経済性

類似事業との統合

目的・対象が類似する事務事業はないか ある

実施工程やコストに改善の余地がないか ある

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか ない
判断理由

保証人の確保よりも自力で住宅が探せない高齢者等が多い
ため、住宅あっせん事業等、他の入居支援策との併用利用
等、効果的な事業運営が求められる。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 増加傾向だが不⼗分

区が実施すべき強い理由があるか ある
判断理由

保証人を確保することができない高齢者は多く、本事業に
よる入居支援に対しては、今後も一定の需要が見込まれ
る。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしていない
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平成２９年度　補助金評価シート

補 助 ⾦
名 称
根拠法令

単 位 千円

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 80 40 40 40

実績 0

H32 H33 H34 H35 H36 H37
40 40 40 40 40 40

単 位 件

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 8 4 4 4

実績 0

H32 H33 H34 H35 H36 H37
4 4 4 4 4 4

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34
0

H35 H36 H37

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
  協定を結んだ民間保証機関が使用できる物
件の契約数による。

施策への
関 連 性

民間賃貸住宅の入居手続きが円滑に進められ、高齢者世帯等の生活の安心・安定が確保され
る。

37

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由
成約により、住宅に困窮する高齢者世帯等への入居支援につながり、生活の安心・
安定が確保されるため。（目標値は、例年の成約件数の平均値をもとに２倍に設
定）

有効性・
適格性

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由
保証人を見つけられず、民間賃貸住宅に入居できない高齢者世帯等に対し、実際に
どの程度保証料の助成が行えているか把握できるため。（目標値は、例年の実績件
数の平均値をもとに設定）

⽬ 的 に
対する指標
(成果指標)

指 標 成約件数

最終⽬標値

4

手 段 に
対する指標
(活動指標)

指 標 助成額

最終⽬標値

40 37

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

成約件数（保証料助成額）：平成２６年度　３件（２７，９００円）
　　　　　　　　　　　　　平成２７年度　１件（１０，５００円）
　　　　　　　　　　　　　平成２８年度　０件

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）
民間の債務保証制度が普及してきているが、保証料の負担を軽減することで、高齢者世帯等の民間賃貸住
宅の手続きが円滑に進められ、生活の安心・安定の確保につながりやすくなるため、区が実施する必要が
ある。

家賃等債務保証料助成事業 主管課・係（担当）

墨田区高齢者等家賃等債務保証制度実施要綱 住宅課高齢者住宅担当

事業概要
「墨田区高齢者等家賃等債務保証制度実施要綱」に基づき、保証人がいな
い理由で民間賃貸住宅に入居できない高齢者、障害者及びひとり親世帯に
対して、区と協定を結んだ民間保証機関が家賃等の債務を保証すること
で、民間賃貸住宅への円滑な入居を支援する。

03-5608-6214

事業の終期

平成37年度



ある している
している していない

認められる しない

している
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適切である 該当なし

該当なし ない

されていない 不明確
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【評価結果】

改善・⾒直し

中 間 ・ 最 終
年 度 の 講 評

本事業の利用以前に、高齢等の理由により物件が探せない世帯が多いため、他の入
居支援策との複合的な運用を行う等、事業そのものの見直しが必要である。

今 後 の
方 向 性

第６次住宅マスタープランで掲げた「すみだすまい安心ネットワーク」の構築を検
討する中で、効果的な居住支援策の整備を進めていく。

手続が過度に煩雑でないか 個人の経済的負担軽減の場合、実質的公平性
を考慮しているか

していない
⽬的に対する区の負担割合が適切か

判断理由

保証人の確保よりも自力で住宅が探せない高齢者等が多いため、住宅あっせん事業等、他の入居支援策と
の併用利用等、効果的な事業運営が求められる。

成約に至るケースは少ないが、民間保証機関と協定を結び、入居支援を行うことで、高齢者世帯等の居住
の安定確保が図られる。

３ 効率性・経済性 3
類似する補助事業がないか 地域社会や区⺠等へ波及効果があるか

任意団体に対する補助の場合、⾃⽴化を促進す
るものであるか

補助⽬的及び⾦額に⾒合う実績等の効果があるか

補助⽬的が既に達成されていないか ⽬標及び⾒込まれる効果が明確か
団体等が⾃らの財源で賄う範囲と区の支援範囲
が明確となっているか

効果測定の具体的な⽬標・指標が明確か

判断理由

保証人を確保することができない高齢者は多く、本事業による入居支援に対しては、今後も一定の需要が
見込まれる。

２ 有効性・適格性 4
経費、補助額の算定根拠が明確になっているか

交付機会の公平性や負担の公平性が確保され
ているか

区が負担する割合として適切か 補助団体の活動内容が⽬的と合致しているか

区⺠ニーズに即しており、公益上必要と認めら
れるか

個人利益に対する利益に留まらず適切な対象
範囲に波及するか

区の施策⽬標の実現に寄与しているか

判断理由

１ 必要性・妥当性 3
区が実施する理由があるか ⽬的が政策上の位置付けと整合しているか

⽬的・内容等が社会経済情勢に合致しているか 不特定多数の利益の増進に寄与するか
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 件

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 ― ― ― ―

実績 2

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 ― ― ― ― ― ―

実績

指 標 単 位 千円

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 0 0 0 0

実績 16,238

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 0 0 0 0 0 0

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

327

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

弁護士委託件数

―

指標の選定理由及び目標値の理由

委託内容は、住宅使用料の回収に係る業務のほかに、関連業務の法律相談も含まれるため、
目標値は設定しない。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

収入未済額（年度末時点）

0 37

指標の選定理由及び目標値の理由

収入未済額の減少が、本事業の成果であると判断できるため指標とした。また、目標値は、
収入未済額の解消とする。

〔予算の傾向〕　弁護士への報酬は、滞納者
に対する法的処置の件数や内容、滞納金額の
実績により支払うため、予測は困難である。

施策への
関 連 性

必要に応じて滞納者等に対する明渡しなどの法的措置を行うことにより、公的住宅の適切な
管理を継続し、真に住宅に困窮する世帯に公的住宅を供給することで、入居者の生活の安定
と福祉の増進が図られ、安心して暮らすことのできる住環境が形成される。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ
公的住宅を含めた賃貸住宅に居住する区民の多くは、毎月の住宅使用料（家賃）を滞りなく
支払っている中で、住宅使用料の滞納が生じることは極めて不公平であり、公平性を保つた
めに必要であると考える。

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）
債権管理業務は、その大半を職員が行っているが、回収に係る裁判所の手続き等の法的処置
業務を行うことは困難であるため、専門知識を有する弁護士に業務の一部を委託し、滞納案
件の解消に努めている。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

住宅の使用料等滞納者に係る滞納整理事務 15

事業概要
「墨田区住宅使用料等の滞納に係る法的措置の事務処理要領」に基づ
き、弁護士に法的措置等（法律相談業務を含めた債権管理業務の一
部）を委託することにより、滞納金額の減少・解消を図る。

主管課・係（担当）
住宅課公営住宅担当

03-5608-6214
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評価結果

滞納事案によっては、法的措置業務など専門的な知見が必
要であり、収入未済額は着実に減少している。

中間・最終年度
の 講 評

専門知識を有する弁護士に債権管理業務を委託することで、収入未済額の減少に加
え、専門知識の習得など、区担当職員の事務能力の向上にもつながっている。

今 後 の
方 向 性

収入未済額は減少傾向にあるものの、古い債権等の困難事案が残っているため、公
平・公正性の観点から、今後も引き続き弁護士と相談・協議しながら、適切に業務を
遂行していく。

３ 効率性・経済性

改善・⾒直しの上継続

目的・対象が類似する事務事業はないか 類似事業はあるが統合等は望ましくない

実施工程やコストに改善の余地がないか ない

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか ある
判断理由
滞納整理事務は他の所管でも行われており、一元管理が求
められているが、債権それぞれの性質が異なっているた
め、統合は困難である。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 ない

区が実施すべき強い理由があるか ある
判断理由

滞納整理事務については、他の住宅使用者との公平性の観
点からも、債権者である区が行う必要がある。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしていない
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 千円

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 150 70 50 30

実績 150

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 0

実績

指 標 単 位 人

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 50 75 125 200

実績 25

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 270

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

150

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

補助金額

0 32

指標の選定理由及び目標値の理由

補助金を段階的に減額していくことで、団体の自立を目指す。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

すみネットの会員数
（団体＋個人）

270 32

指標の選定理由及び目標値の理由

平成26年度墨田区分譲マンション実態調査では、区内の分譲マンションは912棟であった。その
うち、3割がすみネットの会員となることで、マンションの管理に積極的に参加する区分所有者
が増えること、また、「すみネット」の自立化も期待できるため。

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
平成25年度に補助金を10％削減し270千円と
し、さらに平成28年度にも補助金を削減し
た。

施策への
関 連 性

区内分譲マンションの区分所有者が管理組合の一員としてマンション管理に積極的に参加し、
組合活動の改善等に取り組むことで、マンションの維持管理が適切に行われ、良好な住環境が
形成される。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

平成26年度墨田区分譲マンション実態調査では、『すみネット』を「知らない」と回答したマ
ンションの割合が61.6％と高い割合を占め、「加入しており情報提供に利用している」は2.1％
と低かった。また、「『すみネット』から情報提供等を受けたい」とする回答は2.1％だった。

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）
分譲マンションの適正な維持管理を推進するためには、マンション管理組合への普及・啓発が
不可欠であり、管理組合への情報提供や、マンション管理セミナー等の必要性は引き続き高
い。区が直接実施することも可能であるが、すみネットの活動を支援することで、より効果が
見込まれる。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

分譲マンションネットワーク化支援 16

事業概要

「すみだマンション管理組合ネットワーク支援補助要綱」に基づき、す
みネット（※）に対し、活動に要する経費の一部を補助し、その活動を
支援することで、区内分譲マンションの維持管理の適正化を推進し、
もって居住環境の整備を図る。

（※）「すみネット」とは、分譲マンションの急増により、マンション管理全般
が社会問題となった背景から、平成15年11月16日に設立された「すみだマンショ
ン管理組合ネットワーク」の略称。

主管課・係（担当）

住宅課計画担当

03-5608-6215
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評価結果
管理組合に身近な団体の活動支援は効果的ではあるが、会
員が固定化し、団体活動も限定的なものとなっているた
め、管理組合や区分所有者に広がってない。

中間・最終年度
の 講 評

分譲マンションの維持管理の適正化は、公共・公益性の観点から、今後益々重要になっ
てくるため、支援方法等の見直しなどが必要である。

今 後 の
方 向 性

支援団体と情報交換を行うとともに、今後の活動状況を見守りながら、段階的に補助金
の削減を図り、団体の自立化を促していく。

３ 効率性・経済性

必要性等が失われたため廃止

目的・対象が類似する事務事業はないか 未検討

実施工程やコストに改善の余地がないか ある

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか 未測定
判断理由
支援団体の会員数やセミナー参加者数は伸び悩んでおり、
団体活動の独自性も薄れているため、支援の見直しが必要
である。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ない

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 ある

代替可能性の有無 ある

区が実施すべき強い理由があるか 必須だが裁量余地あり
判断理由
分譲マンションは区内の居住形態として広く普及してお
り、公共・公益性の観点からも、建物の適切な維持管理の
ための情報提供等を行う必要性は高い。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしていない
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平成２９年度　補助金評価シート

補 助 ⾦
名 称
根拠法令

単 位 千円

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 150 70 50 30

実績 150

H32 H33 H34 H35 H36 H37
0

単 位 人

⽬標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
⽬標 50 75 125 200

実績 25

H32 H33 H34 H35 H36 H37
270

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34
150

H35 H36 H37

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
平成25年度に補助金を10％削減し270千円と
し、さらに平成28年度にも補助金を削減し
た。

施策への
関 連 性

区内分譲マンションの区分所有者が管理組合の一員としてマンション管理に積極的に参加し、
組合活動の改善等に取り組むことで、マンションの維持管理が適切に行われ、良好な住環境が
形成される。

32

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由

平成26年度墨田区分譲マンション実態調査では、区内の分譲マンションは912棟で
あった。そのうち、3割がすみネットの会員となることで、マンションの管理に積
極的に参加する区分所有者が増えることが期待されるため。

有効性・
適格性

⽬標
実績

指標の選定理由及び⽬標値の理由

補助金を段階的に減額していくことで、団体の自立を目指す。

⽬ 的 に
対する指標
(成果指標)

指 標 すみネットの会員数
（団体＋個人）

最終⽬標値

270

手 段 に
対する指標
(活動指標)

指 標 補助金額

最終⽬標値

0 32

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

平成26年度墨田区分譲マンション実態調査では、『すみネット』を「知らない」と回答したマンションの
割合が61.6％と高い割合を占め、「加入しており情報提供に利用している」は2.1％と低かった。また、
「『すみネット』から情報提供等を受けたい」とする回答は2.1％だった

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

分譲マンションの適正な維持管理を推進するためには、マンション管理組合への普及・啓発が不可欠であ
り、管理組合への情報提供や、マンション管理セミナー等の必要性は引き続き高い。区が直接実施するこ
とも可能であるが、すみネットの活動を支援することで、より効果が見込まれる。

すみだマンション管理組合ネットワーク支援補助金 主管課・係（担当）

すみだマンション管理組合ネットワーク支援補助要綱 住宅課計画担当

事業概要

「すみだマンション管理組合ネットワーク支援補助要綱」に基づき、すみ
ネット（※）に対し、活動に要する経費の一部を補助し、その活動を支援
することで、区内分譲マンションの維持管理の適正化を推進し、もって居
住環境の整備を図る。

（※）「すみネット」とは、分譲マンションの急増により、マンション管
理全般が社会問題となった背景から、平成15年11月16日に設立された「す
みだマンション管理組合ネットワーク」の略称。

03-5608-6215

事業の終期

平成37年



ある している
している していない

認められない しない

していない

なっている されている

不適切である 合致している

ある ない

されていない 不明確

なっている 不明確

ない ある
煩雑ではない

不適切

【評価結果】

廃止

中 間 ・ 最 終
年 度 の 講 評

分譲マンションの維持管理の適正化は、公共・公益性の観点から、今後益々重要になってく
るため、支援方法等の見直しなどが必要である。

今 後 の
方 向 性

支援団体と情報交換を行うとともに、今後の活動状況を見守りながら、段階的に補助金の削
減を図り、団体の自立化を促していく。

手続が過度に煩雑でないか 個人の経済的負担軽減の場合、実質的公平性
を考慮しているか

該当なし
⽬的に対する区の負担割合が適切か

判断理由

平成25年度から補助金を削減してきたところであるが、活動内容と区の負担割合が適切であるかは測定で
きていない。

平成25年度に補助金を10％削減し270千円とし、さらに平成28年度にも補助金を削減したところである
が、活動の実績と補助金額が適切であるかは測定できていない。

３ 効率性・経済性 4
類似する補助事業がないか 地域社会や区⺠等へ波及効果があるか

任意団体に対する補助の場合、⾃⽴化を促進す
るものであるか

補助⽬的及び⾦額に⾒合う実績等の効果があるか

補助⽬的が既に達成されていないか ⽬標及び⾒込まれる効果が明確か
団体等が⾃らの財源で賄う範囲と区の支援範囲
が明確となっているか

効果測定の具体的な⽬標・指標が明確か

判断理由

マンション管理組合への普及・啓発が不可欠であるため、管理組合への情報提供や、セミナー等の必要性
は高いが、すみネットの現状の活動が効果を上げているとは言い難い。

２ 有効性・適格性 3
経費、補助額の算定根拠が明確になっているか

交付機会の公平性や負担の公平性が確保され
ているか

区が負担する割合として適切か 補助団体の活動内容が⽬的と合致しているか

区⺠ニーズに即しており、公益上必要と認めら
れるか

個人利益に対する利益に留まらず適切な対象
範囲に波及するか

区の施策⽬標の実現に寄与しているか

判断理由

１ 必要性・妥当性 1
区が実施する理由があるか ⽬的が政策上の位置付けと整合しているか

⽬的・内容等が社会経済情勢に合致しているか 不特定多数の利益の増進に寄与するか
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平成２９年度　事務事業評価シート

施 策 212

事務事業

指 標 単 位 戸

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 ― ― ― ―

実績 168

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 ― ― ― ― ― ―

実績

指 標 単 位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 100 100 100 100

実績 67.3

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 100 100 100 100 100 100

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

223,399

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

管理戸数

―

指標の選定理由及び目標値の理由

現在、区民住宅として管理している住戸数を活動指標とした。なお、中堅所得者向けの住宅
は、民間市場において十分に供給されてきていることから、借上型住宅については、契約期
間満了までの維持を目指すこととし、目標値は設定しない。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

入居率（年度末時点）

100 37

指標の選定理由及び目標値の理由

入居者は、住生活の安定が図られていると判断されるため、需要度を測る指標として、入居
率を成果指標とする。

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
借上型住宅を住宅所有者へ返還し、管理戸数
が減少しているため、予算についても減少傾
向にある。

施策への
関 連 性

中堅所得世帯向けの良質な賃貸住宅を供給することにより、安心して居住できる良質な住環
境が形成され、定住促進が図られる。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

供給当初の入居者募集の際の応募率はかなり高く、その後の空室に対する応募率も高い水準
であったが、住環境を取り巻く社会状況の変化に伴い、応募は減少傾向にある。

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）
現在、中堅所得者向けの住宅は、民間市場においても十分に供給されており、区が実施する
必要性は低いと考えられることから、借上型住宅については、２０年間の借上契約の満了に
伴い、順次、事業を終了しており、平成２９年度中に全棟返還する。また、区建設型住宅に
ついては、今後の運用の見直しについて、慎重に検討を行っていく必要がある。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

区民住宅管理事業 17

事業概要
「墨田区民住宅区条例」に基づき、中堅所得者世帯に対して、良質な
賃貸住宅を提供し、適正な維持管理を行うことで、住生活の安定及び
向上を図る。

主管課・係（担当）
住宅課公営住宅担当

03-5608-6214
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評価結果

事業発足当初と比べ、需要は減少傾向にあるが、中堅所得
者世帯の住生活の安定確保に寄与している。

中間・最終年度
の 講 評

中堅所得者世帯向けの住宅は今後も少なからず需要が見込まれるが、民間で十分に供
給されてきていることから、事業の終期を設定する必要がある。

今 後 の
方 向 性

借上げ型住宅については、借上契約の満了に伴い、順次、事業を終了することとし、
区建設型住宅については、運用の見直し検討を行い、新たな活用方法を示していく。

３ 効率性・経済性

必要性等が失われたため廃止

目的・対象が類似する事務事業はないか ない

実施工程やコストに改善の余地がないか ない

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか ない
判断理由
法令に基づき供給している事業であるため、コスト等にお
ける裁量余地は少なく、効果も限定的（居住者のみ）であ
る。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 少ない又は減少傾向

代替可能性の有無 ある

区が実施すべき強い理由があるか ない
判断理由
中堅所得者世帯向けの集合住宅は、今後も少なからず需要
が見込まれるが、現在、民間で十分に供給されており、区
が事業を継続する理由は薄れている。

２ 有効性・適格性
事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしている
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事務事業

指 標 単 位 戸

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 64 64 64 64

実績 64

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 64 24 ― ― ― ―

実績

指 標 単 位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 H31
目標 100 100 100 100

実績 98.4

H32 H33 H34 H35 H36 H37
目標 100 100 ―

実績

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

11

H35 H36 H37

有効性・
適格性

手 段 に
対する指標
(活動指標)

管理戸数

― 33

指標の選定理由及び目標値の理由

現在、指定法人管理型住宅として管理している住戸数を活動指標とした。なお、中堅所得者
向けの住宅は、民間市場において十分に供給されてきていることから、管理期間終了までの
維持を目標とする。

目 的 に
対する指標
(成果指標)

入居率（年度末時点）

100 33

指標の選定理由及び目標値の理由

入居者は、住生活の安定が図られていると判断されるため、需要度を測る指標として、入居
率を成果指標とする。（ただし、実績値は、年度末時点の数値であり、入居者の入退去のタ
イミングにより空室として反映される。）

財 政 面
〔決算額〕
(単位：千円)

〔予算の傾向〕
　現在、家賃減額補助は（期間経過により）
対象外となり、予算措置は通信運搬料のみ。

施策への
関 連 性

中堅所得世帯向けの良質な賃貸住宅を供給することにより、安心して居住できる良質な住環
境が形成され、定住促進が図られる。

必要性・
妥当性

区⺠のニーズ

入居者募集に対する応募は、若干、減少傾向にあるものの、現在も一定の応募はあり、需要
について大きな変化は見られない。（供給初年度（平成10～12年度）6.4倍、平成28年度 5.3
倍）

代替可能性の状況（区が実施する必要性等）

指定法人管理型住宅としての管理期間が供給計画において２０年間と定められており、現在
では民間市場においても十分に供給可能であり、区が実施する必要性は低いと考えられる。

多様な世帯に対応した、魅⼒的な住環境を形成する 部内優先順位

指定法人管理型住宅管理事業 18

事業概要
「墨田区指定法人管理型住宅制度要綱及び墨田区指定法人管理型住宅
補助金交付要綱」に基づき、中堅所得者世帯に対して、民間事業者を
活用した世帯向けの良質な住宅を提供することで、住生活の安定及び
向上を図る。

主管課・係（担当）
住宅課公営住宅担当

03-5608-6214



1 5 4 1

評価結果

供給している住宅の入居率（需要）は高く、中堅所得者世
帯の住生活の安定確保に寄与している。

中間・最終年度
の 講 評

中堅所得者世帯向けの住宅は今後も少なからず需要が見込まれるが、民間で十分に供
給されてきていることから、事業の終期を設定する必要がある。

今 後 の
方 向 性

供給計画である２０年間の管理期間をもって、本事業を終了する。

３ 効率性・経済性

必要性等が失われたため廃止

目的・対象が類似する事務事業はないか ない

実施工程やコストに改善の余地がないか ない

地域社会やその他住⺠への波及効果があるか ない
判断理由
法令に基づき実施している事業であるため、効果は限定的
（居住者のみ）である。なお、コストは現在、通信運搬料
のみとなっている。

判断理由 必要性
妥当性

有効性
適格性

効率的
経済性

かけたコストに対し十分な成果があるか ある

１ 必要性・妥当性
区⺠ニーズの有無 少ない又は減少傾向

代替可能性の有無 ある

区が実施すべき強い理由があるか ない
判断理由
中堅所得者世帯向けの集合住宅は、今後も少なからず需要
が見込まれるが、現在、民間で十分に供給されており、区
が事業を継続する理由は薄れている。

事業の目的が施策に合致しているか 合致している

指標は目標値を満たしているか 満たしている
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